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①市⾃らによる体制整備｜ 秋⽥県⼤館市
 ⼤館市では、市職員の⼈材不⾜や林業専⾨職員の不在といった課題を抱えていたが、制度の創設を契機に、制度に関す

るノウハウを市内部に蓄積させていくため、直営で取り組んでいく⽅針とした。
 令和２年度に林業専⾨の部署となる林政課を新たに設置。制度開始以前は、林務担当職員３〜４名体制だったが、会計

年度任⽤職員を森林環境譲与税を活⽤し確保することで、令和５年度には16名となるなど、体制が充実。

【体制図】【職員体制の変遷】
H31.3︓農林課 合計11名（うち、地域林政アドバイ

ザー１名）
H31.4︓農林課 制度推進のため、嘱託職員４名配置

（うち、地域林政アドバイザー１名）合計13名
R2.4︓「林政課」を設置。合計14名（うち、会計年度任

⽤職員５名）
R3.4︓１名増員 合計15名
R3.11︓１名増員（会計年度任⽤職員）合計16名

※令和３年度より、現場体制を１班２名体制か
ら、２班４名体制に拡充

R4.4︓１名増員（会計年度任⽤職員）合計17名
R5.4︓１名減員（会計年度任⽤職員）合計16名

【体制の確保のポイント】
①地域林政アドバイザー
• 農林関係部局の職歴のある市⾮常勤職員にアドバイ

ザー就任を相談し、就任に⾄った。
②会計年度任⽤職員
• ハローワークで募集し、確保。国・県が主催する各

種研修や技能講習を受講してもらうことで、知⾒の
習得にも取り組んでもらっている。

【直営で実施する業務の範囲】
① 意向調査
• 実施計画の策定、森林経営管理制度の周知、説明会等の開催、意向調査対

象区域の決定、対象森林の抽出、対象者リストの作成、意向調査の実施
（調査票の発送、督促、回収、集計）。

② 集積計画・配分計画
• 現地調査（現地踏査、境界確認等）、集積計画・配分計画に係る事務。

③ 境界明確化
• 地籍調査が完了している地域から優先的に実施しているが、地籍調査未了

の森林においても取組を進めるため、令和３年度から「森林筆界想定図」
の作成を航測会社に業務委託し、令和４年度、５年度も継続。令和６年度
以降、その成果を事業説明や合意形成の場で活⽤していく⽅針。

• 令和３年度から試⾏的に取組を開始し、取組⽅法を検討中。

令和５年４⽉現在
総勢16名
※農林課時代は

林務担当3〜4名

お お だ て
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 愛媛県では、市町職員のマンパワーや専⾨技術の不⾜を⽀援するため、流域を単位とする市町の連携組織（森林管理⽀
援センター）を設置。県と久万⾼原町で構成する既存の連携組織（中予⼭岳流域林業活性化センター）に技術職員を派
遣し、本制度に係る町の実務を⽀援。

 久万⾼原町では、同センターを⺟体として、集約化が進んでいない森林における集積計画の策定や市町村森林経営管理
事業を進め、施業の集約化及び森林整備の促進を図っている。

②⽀援組織の活⽤｜愛媛県久万⾼原町

【取組の推進体制】
 制度開始当初は担当職員２名、令和３年度からは１名（他業務も

兼務）を配置して本制度に係る実務を担当。会計年度任⽤職員
（森林組合OB）１名を雇⽤し、実務の効率化を図っている。

 県本庁では、市町村⽀援組織として、（公財）愛媛の森林基⾦に
委託して「森林管理⽀援センター」を本庁内に設置。さらに、本
制度の実務全般の⽀援に当たる職員を、森林管理⽀援センターか
ら中予⼭岳流域林業活性化センターに１名派遣。

 県の出先機関である中予地⽅局では、中予⼭岳流域林業活性化セ
ンターに職員２名を派遣。本制度も含め林政全般の実務に係る⽀
援や情報提供を実施。

中予⼭岳流域林業活性化センター（６名）

(公財)愛媛の森林基⾦久万⾼原町
（３名）

愛媛県
（２名）

森林管理⽀援センター
（１名）

森林管理⽀援
センター

職員派遣

委託

森林組合

委託 職員派遣

久万⾼原町 中予地⽅局 県本庁職員派遣

設置

【体制図】
【体制確保のポイント】

①中予⼭岳流域林業活性化センターと連携した事業推進
・本制度に係る実務は、中予⼭岳流域林業活性化センターと連携し、

森林管理⽀援センターから派遣された技術職員が中核となって推
進。

②京都⼤学と連携した意向調査の実施
・本制度の推進に際して町と京都⼤学が協定を締結。設問の検討、

回答の分析、分析結果を踏まえた調査票の改訂など、意向調査全
般について京都⼤学の助⾔・協⼒を得ることで、効果的な意向調
査の実施につなげている。

③業務委託による町職員の事務負担の軽減
・集積計画案の作成、⽴⽊調査・現地踏査は第３セクターの（株）

林業商社天空の森に委託することで、担当職員の事務負担を軽減。

【直営で実施している内容】
 事前準備（対象森林の設定等）
 意向調査（所有者リストの作成、意向調査票の発送・回収）
 集積計画の公告（集積計画案の作成、現地踏査は外部委託）
 相続⼈調査
 市町村森林経営管理事業（発注・業務管理）
 配分計画の策定
※現地調査等の専⾨性の⾼い内容は中予⼭岳流域林業活性化セン

ターと適宜連携しつつ実務を推進。

く ま こ う げ ん ち ょ う
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③地域協議会による助⾔、情報提供｜⼭形県最上町
 ⼭形県では、本制度開始を契機に、県内の全市町村・林業団体・関係機関で構成する⼭形県森林管理推進協議会を設置。

その下部組織として県内４地域に地域協議会を設置し、本制度に係る市町村の実務全般を⽀援。
 最上町では、本制度を実質１名の職員で担当していることから、町管内を所管する最上地域協議会（事務局︓県最上総

合⽀庁）と連携して、専⾨的な⽴場からの助⾔や情報提供等を得つつ、効率的に実務を推進。

【取組の推進体制】
 本制度に係る実務のノウハウを蓄積するため、本制度に係る⼀

連の実務を直営で実施。
 本制度に係る実務は実質１名の職員で担当していることから、

適宜、同協議会に相談・協議により、効率的に推進。専⾨的な
⽴場からの判断が必要な場⾯（林道や作業道のルート設定等）
では、構成員である県、林業事業体や東北森林管理局⼭形森林
管理署最上⽀署等が実務⾯も⽀援。

・事前準備
→対象森林の設定に必要な森林の現況、所有者等の情報提供
（森林組合、林業事業体）

・集積計画の策定
→対象森林、施業⽅針等の計画内容に対する助⾔・必要な情

報提供（県最上総合⽀庁、⼭形森林管理署最上⽀署）
・⽴⽊調査・現地踏査

→現地での技術的な指導・助⾔、調査・踏査の⽀援（県最上
総合⽀庁、⼭形森林管理署最上⽀署、林業事業体）

・配分計画の策定
→計画内容に対する助⾔、必要な情報提供（県最上総合⽀庁、

⼭形森林管理署最上⽀署、林業事業体）
・作業道の開設

→作業道のルート案の提供
（⼭形森林管理署最上⽀署、林業事業体）

 最上町では、最上地域協議会の⽀援を受けつつ、町内の３つ
のモデル地域において、制度に係る⼀連の実務を令和４年度
までに直営で⼀巡。

【地域協議会の⽀援内容、連携主体】
運営⽀援

地域協議会（事務局︓県の総合⽀庁）
※最上地域含め県内４地域に設置

県本庁
委託

林業事業体

最上町

森林組合

近隣市町村

⼭形森林管理署
最上⽀署

最上地域協議会
（事務局︓県最上総合⽀庁）

県最上総合⽀庁

⼭形県森林協会

⼭形県森林管理推進協議会
※県内の全市町村、林業団体、関係機関で構成

も が み ま ち
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④複数市町村の連携｜幡多地域森づくり推進センター（⾼知県）
 令和４年４⽉に⾼知県幡多地域の３市２町１村が、本制度に係る実務の統⼀化を⽬的に「⼀般社団法⼈幡多地域森づく

り推進センター」を設⽴。
 業務ノウハウの蓄積・共有を進めつつ、本制度に係る取組の考え⽅や基準、進め⽅を統⼀することで各市町村の業務を

⼀元的に処理し、業務の効率化を図っている。

【体制図】

【共通業務を⼀元的に実施】
・整備⽅針案の提案
・集積計画案の作成
・委託業務発注の⽀援
・各種相談
・市町村職員向け研修の実施

⼟佐清⽔市

宿⽑市

四万⼗市
幡多地域

森づくり推進センター

⼤⽉町

⿊潮町

三原村

負担⾦の⽀出
連携・情報提供

成果のフィード
バック

【センターが対応する業務】
整備⽅針案の検討、提案
• 各市町村が実施した意向調査、現地調査の結果等から施業⽅

法等を検討し市町村にフィードバック
集積計画作成⽀援
• 集積計画の作成を⽀援
委託業務発注の⽀援
• 市町村が林業事業体に業務委託する際の仕様書案や設計書案

等の作成⽀援

【センターと関係機関との役割分担】

森林整備の依頼

幡
多
地
域
森
づ
く
り
推
進
セ
ン
タ
ー

市町村

林業事業体

⾼知県
意⾒

依頼・相談

⽀援・情報提供
提案

情報提供等

【センター設⽴の背景】
 幡多地域の市町村では、林業専⾨職員の不在、マンパワー不

⾜、⼈事異動等によりノウハウが蓄積されづらい状況。
 そのような中、森林経営管理制度、森林環境譲与税の創設に

より、業務の効率化が課題に。
 本制度に係る各市町村の共通業務を⼀元的に実施するととも

に、ノウハウを蓄積し、効率的に実務へ対応できる体制を役
場の外部に構築する必要性が⽣じていた。

 幡多地域管内の６市町村が、譲与税を財源とし、幡多地域森
づくり推進センターを設⽴。

取組の考え⽅、判断基準等を関係市町村間で統⼀、
センターで共通業務を⼀元的に実施

は た
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⑤サポートセンターの⽀援｜（公社）とちぎ環境・みどり推進機構（栃⽊県）
 市町のマンパワーや技術・ノウハウの不⾜が懸念されるなか、平成30年度に県と市町による協議会を設置。協議を踏

まえ、森林経営管理制度に係る市町の実務の円滑な運⽤を図るため、➀制度運⽤に係る⽀援、➁技術的業務に係る⽀援
を実施。

 また、実務の実施に当たり、県内には林業分野の技術者が配置されていない市町が多かったことから、座学や現場研修
の実施等により、担当職員の専⾨知識の習得機会を創出。

【市町向け研修会の開催】【⽀援体制】

委託
市町村譲与税

➀【集積計画作成】
現地調査・測量・施業案・
収⽀・所有者調整

➁【市町村森林整備】
現場監督・検査

意向調査

➀集積計画

配分計画 ➁市町村
森林整備

機構市町

技術的業務
（➀➁）

⽀援

 市町の実務に対応可能な体制を整備するため、県林業職のOB等の⼈材
を確保。

 機構では、個別協議を踏まえて各市町の事業計画・業務量を把握し、
市町のニーズに応じた⽀援を実施。

【市町の集積計画策定に係る受託】
● 本制度に係る実務のうち、主に集積計画作成に係る業務（林況調査、

境界確認・測量、施業案の作成、施業に伴う収⽀試算、森林所有者と
の調整等）を市町から受託。

● 令和３年度から林況調査において、森林計測器（OWL）やGNSS測量
機器等の導⼊を図り、業務の効率化を推進。

 県から委託を受けて、市町職員のスキルアップと、本制度に
係る実務の円滑な推進を⽬的に座学・現地での研修会を実施。

 新任者向けの基礎知識の習得を主とした研修のほか、先⾏地
域での実務の知⾒・ノウハウを学ぶ現地視察等も含めて、取
組段階に応じた、より実践的な研修を実施。

 研修は、意向調査の進め⽅、森林施業の収⽀、間伐業務の設
計・積算⽅法等、制度に係る実務全般に対応。

機構の⽀援体制

座学研修 現場研修

県
（公社）
とちぎ環境・
みどり推進機
構

①委託

②選定

各市町等

講師 ③調整

④連絡

市町担当職員向けの研修の実施体制
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 兵庫県内の市町には林務担当の部署が少なく、職員の多くが農政との兼務であったことから、本制度に対応する職員の
マンパワーや専⾨性の不⾜が懸念されていた。

 兵庫県では、ひょうご森林林業協同組合連合会に委託して、本制度に係る市町の実務全般を⽀援する組織「ひょうご森
づくりサポートセンター」を令和元年度に設置し、市町による森林整備や⽊材利⽤等を総合的に⽀援。

⑥サポートセンターの⽀援｜ひょうご森づくりサポートセンター（兵庫県）

【取組の推進体制】 （神河町の場合）
 県がひょうご森林林業協同組合連合会に委託して「ひょうご森づ

くりサポートセンター」を設置し、専⾨員４名を配置、本制度に
係る実務全般の相談等にワンストップで対応できる体制を整備。

 ひょうご森づくりサポートセンターでは、主に以下の内容につい
て森林経営管理制度のほか森林保全管理に係る実務全般を⽀援。
・森林経営管理制度の進め⽅について、町と森林組合と3者協議。
・既存の空中写真から⼈⼯林（スギ・ヒノキ）の林種区分図を

GISで作成し、意向調査等に活⽤。
・現場測量業務の仕様書や標準歩掛の提案、設計書の作成⽀援。

 この他に、県の出先機関である姫路農林⽔産振興事務所では、本
制度の実務に係る現地での助⾔や、関連情報の提供等を実施。

設置

ひょうご森林林業
協同組合連合会

委託

姫路農林⽔産振興事務所 県本庁

森林組合

神河町
助⾔、
情報提供等
の⽀援

ひょうご森づくり
サポートセンター

連携

情報提供

【主な⽀援内容】
 航空レーザ計測データから、市町ごとに微地形表現図や樹⾼区分

図等を作成するとともに、森林簿データとの重みづけ解析により、
森林整備の重要度を可視化・評価する森林総合評価図を作成。

 市町ごとの森林や地域の課題を整理し、県の独⾃事業との連携や
森林整備の進め⽅を提案。

 全県市町担当者を対象に意⾒交換会を開催し、情報共有を図った。
 航空レーザ計測データを基にGISで解析した森林情報（⼈⼯林の

位置、⾯積、⽴⽊密度等）を市町別に整理、ウェブサイトで公開。
GISの操作⽅法等のマニュアル類もあわせて公開。

 県内の森林整備センター、（公社）ひょうご農林機構等の、森林
整備を実施している主体との情報共有を積極的に⾏い、森林整備
の優先順位や地域課題をブラッシュアップした。

各市町の森林整備の状況を整理し、
関係者で共有

航空レーザ計測データなどのオープ
ンデータをもとに森林整備の重要度
を可視化

【体制図】 （神河町の場合）
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 岡⼭県では令和元年度から、県と市町村で構成する連携推進会議を開催し、本制度の実務に係る情報共有や意⾒交換を
⾏っているほか、市町村や林業経営体等の職員を対象とする本制度の実務に係る研修を実施。

 令和３年度から、さらなる情報の共有を図るため、森林経営管理制度に係る各種資料や技術研修資料等が閲覧可能な
ポータルサイトを開設。令和４年度から、所有者探索や森林の境界明確化の取組を⽀援するため、司法書⼠等による個
別相談業務を実施するなど、本制度に基づく円滑な取組の推進を図っている。

 加えて、おかやまの森整備公社では森林経営管理制度推進⼈材バンクを運営。市町村の実務を担う⼈材の確保に努めて
いる。

⑦情報共有等の円滑化、制度に係る⼈材の確保・育成┃岡⼭県

【県と市町村の連携推進会議・研修等の開催】

市町村職員等研修

【専⾨的⼈材の確保・育成】

おかやまの森整備公社
無料職業紹介所

求 職 者
働きたい⽅

求 ⼈ 者
市町村等

マッチング

雇⽤契約

求⼈
助⾔

求職

さらなる
情報共有

 市町村による森林経営管理制度の円滑な推進の
ため、課題解決に向けた検討や情報交換等を⾏
う連携推進会議を開催(４回、延べ177名参加）。

 市町村職員及び地域林政アドバイザーを対象に、
森林・林業に関する専⾨研修を実施（４回、延
べ40名受講）。

 所有者探索や森林の境界明確化の取組を⽀援す
るため司法書⼠等による個別相談業務を実施
（１回）。

 さらなる情報共有のため、各種
資料等が閲覧可能なポータルサ
イトを開設。

 市町村の実務に係る情報共有を
⽬的としていることから、利⽤
対象を市町村職員に限定。

 おかやまの森整備公社では、無料
職業紹介所（森林経営管理制度推
進⼈材バンク）を運営。

 市町村等が⾏う森林経営管理制度
に係る業務に就職を希望する⽅を
対象に、職業相談・紹介・求⼈情
報の提供を⾏っている。 関係法令・通知等

 連携推進会議資料
 研修資料・技術資料等
 各種調査結果
 その他情報提供

連携推進会議

ポータルサイトのトップページ
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⑧⽀援組織の⾒直し｜ ⿃取県
 ⿃取県では、令和４年度までは県森林組合連合会に⽀援組織を設置していたところ、制度が進んでいく中で、より実務

的な業務への対応など、市町村ニーズの変化に応じて⽀援組織の⾒直しを図る必要があったことから、令和５年度から
⿃取県造林公社に「⿃取県森林経営管理⽀援センター」を新たに設置。

【令和５年度からの体制】
 市町村からの⽀援ニーズが、制度の基本的な理解から、

意向調査、現地調査、森林整備に係る積算・発注・監理
などの実務に移⾏してきたことから抜本的な⾒直しを⾏
い、森林経営管理⽀援センターを新たに設置し、包括的
に対応することとした。

 森林整備に係る調査や発注業務のノウハウを有する造林
公社内に⽀援センターの担当課、担当ポスト（専任）を
新設することで、実⾏体制を底上げ。

【令和５年度の取組】
 『市町村森林整備カルテ作成業務』（県委託）

市町村別に森林経営管理制度で整備すべき森林（発災・
被災リスク⾼）を絞り込み、⻑期的な整備スケジュール
を作成。限られた譲与税財源の中でどのような優先順位
で⻑期的に制度を推進していくかの指標として活⽤を期
待。

 市町村が外部委託により制度を進める際に必要となる
『意向調査の外部委託に係る参考歩掛』及び『リモセン
⼿法を活⽤した境界明確化作業に係る歩掛及び仕様』を
整備。後者は将来的な地籍調査との⼆重投資とならず、
かつ迅速に⾏える⼿法として推奨。

 造林公社に新設の森林管理課が、県内４市町から意向調
査業務及び１町から直営の森林整備業務（切捨間伐）の
監督業務を受託し、制度に係る県内の実⾏体制を底上げ。

＜協⼒・連携体制＞

＜⽀援組織⾒直しのイメージ＞
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 奈良県は、令和２年３⽉に制定した「奈良県森林環境の維持向上により森林と⼈との恒久的な共⽣を図る条例」に森林
環境管理の⽅向性等を明⽰。

 取組の推進にあたり、専⾨教育を受けた県職員（森林管理職）を、「奈良県フォレスター」として、令和５年度から、
同⼀市町村に⻑期間派遣。

⑨「奈良県フォレスター」の市町村配置｜奈良県

【奈良県フォレスター】
 条例においては、⽬指すべき森林（恒続林・適正⼈⼯林・⾃然

林・天然林）への誘導、森林環境の維持向上に関する技術・知識
の普及指導、森林の巡視等の業務を担う専⾨的な県職員を「奈良
県フォレスター」と位置づけ。

 奈良県フォレスターアカデミーにおいて２年間の専⾨教育を受け
た県職員を、同⼀市町村に⻑期間派遣する制度を整備。令和５年
度から受⼊要望のあった市町村へ「奈良県フォレスター」の派遣
を開始（令和５年度は７市町村に１名ずつ派遣）。

 市町村に派遣された「奈良県フォレスター」は、県職員と市町村
職員の⾝分を併任。県が市町村から受託した伐採届業務を県職員
の⾝分で⾏い、市町村森林整備計画の推進関係業務及び施業放置
林整備関係業務を市町村職員の⾝分で⾏う。

業務状況（林況調査） フォレスター業務調整・情報交換会
（活動状況の情報共有、市町村の抱える

課題の共有及び解決に向けた意⾒交換等）

【奈良県の森林管理の取組】
 従前より、県の森林環境税を活⽤した森林整備の取組のノウハウが

あることから、意向調査結果を基に、森林所有者との間で協定※を
締結し、施業放置林対策や混交林への誘導等の森林整備を推進。

※施業放置林対策は２者協定（市町村、森林所有者）、混交林への誘導は県を加え
た３者協定
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 意向調査を実施する前段階として、森林所有者情報や森林資源情報の整理・精緻化を⾏うとともに、管内の森林の経営
管理の状況を把握する必要がある。その上で、森林経営計画の有無や施業履歴の有無等により、経営管理が⾏われてい
ない可能性のある森林を抽出し、意向調査の対象森林を検討。

 さらに、⾃然的条件や社会的条件をもとに、市町村としての取組⽅針を定めつつ、関係者との意⾒交換を⾏いながら、
意向調査の優先順位付けを⾏い、意向調査を計画的に実施していくことが重要。

 また、各市町村において、幅広い関係者の参画のもと、森林経営制度や森林環境譲与税も活⽤した森林整備や地域づく
りの⽅針・⽬標を定めることも有効。

（２）準備業務

【取組フロー】
①意向調査の対象森林の検討
 まずは、意向調査の対象となり得る森林（経営管理が⾏われてい

ない可能性のある森林）を抽出。
 具体的には、(a)私有林⼈⼯林の有無、(b)森林経営計画の有無、

(c)施業履歴の有無で抽出。
 各地区単位で対象となり得る森林の有無を整理。

②地区ごとの取組⽅針の検討
 ⾃然的条件や社会的条件をもとに、管内の森林における林業経営の

適否（⼜は森林整備の緊急性や必要性）を整理。
 林業経営の適否の判断に当たっては、例えば、林道からの距離

（300ｍ以上or未満）や⼟地の傾斜（30°以上or未満）を適⽤。
 上記の考え⽅をもとに、①で抽出した意向調査対象森林を市町村が

⾃ら管理する森林（⽊材搬出を伴わない森林）と林業経営者への再
委託に進める森林（⽊材搬出を伴う森林）に区分。

③優先順位、取組⽅針の決定
 ①、②の結果について、都道府県、森林総合監理⼠、森林組合、事

業体等の関係者と意⾒交換を⾏い、市町村としての意向調査の取組
⽅針や優先順位の考え⽅を決定。制度も含めた森林・林業に係る政
策ビジョンの策定も、取組推進にあたり有効。

 ⾯的に意向調査を⾏うのみならず、地域の実情に応じて、⺠間事業
者の経営意欲が⾼い森林や集落周辺の森林など、まずは、ニーズの
⾼い箇所に絞って、ピンポイントで意向調査を⾏うことも選択肢。

⼟地の傾斜
区分

30°以上30°未満

林業経営に不適
（市町村が⾃ら管理）（※）300m

以上林道からの距
離

（※）林業経営に適
（林業経営者へ再委託）

300m
未満

※グレーゾーンについては、⼈⼯林の⾯的まとまり、森林作業道の開設状況、周辺における森林
経営計画の策定状況、⺠家等からの距離等から判断
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 若桜町では、町域の森林整備の考え⽅や⽅向性を「若桜町森林づくり条例」に、また、同条例に掲げた理念を具体化す
るための計画「わかさ森林づくりビジョン」を取りまとめ、主に災害リスクが想定される箇所の森林を優先して整備。

 ビジョンでは、町域の森林・林業・⽊材産業の将来像と、将来像を実現するための基本⽅針、基本施策を整理し、基本
施策の具体化⼿法として森林経営管理制度に基づく意向調査や境界明確化等の取組を位置づけ。

【森づくりの基本理念を条例化】 【わかさ森林づくりビジョンの概要】
 町では、本制度の開始に合わせて、⻑期における森づくりの

基本理念や施策、森づくりにかかわる所有者・町⺠・林業事
業体・町等の多様な主体の責務と役割を「若桜町の森林づく
り条例」として、平成31年３⽉に制定。

若桜町森林づくり条例の基本理念（抜粋）
①町⺠等の理解と主体的な参画による森林づくりの推進。
②⻑期的な展望に⽴った計画的な森林づくりの推進。
③林業及び⽊材産業の振興による、⽊材資源の循環利⽤が可

能な森林づくりの推進。
④森林資源を地域活性化につながる素材として認識し、まち

づくりと⼀体となった森林づくりの推進。
⑤時代を担う森林づくりを⽀える⼈材の育成。

 町域の森づくりの将来像、将来像を実
現するための基本⽅針、基本施策、基
本施策に基づく取組、取組指標（⽬標
値）で構成。

 計画期間は令和３〜10年までの８年間。
 本制度に基づく森林整備の対象森林に

ついて、同ビジョンの基本⽅針②に位
置づけ（公道沿いの森林整備の推進）。

わかさ森林づくりビジョンの基本⽅針

若桜町森林づくり条例（抜粋）
第10条 町は、効率的かつ効果的な森林整備及び保全を図
るため、町内を流域等で区分した地区ごとに森林整備の現況
の把握及び⽬標の設定を⾏い、森林づくりの整備⽅針（ビ
ジョン）を作成するものとする。

【森林づくりビジョンを条例で位置づけ】
 本ビジョンが、若桜町森林づくり条例に掲げる基本理念を具

現化するための森林・林業・⽊材産業に関する総合計画であ
ることを同条例第10条で規定。

①「わかさ森林づくりビジョン」の策定｜ ⿃取県若桜町
わ か さ ち ょ う
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②「⻄⽬屋村⽬標林型実⾏プラン」の策定｜ ⻘森県⻄⽬屋村
 ⻄⽬屋村では、本制度の開始以前から薪や⽊炭等の⽊質バイオマスエネルギーの活⽤を通じた森林整備を村全域で進め

てきたが、森林整備の⽅向性や将来像が関係者で共有されず、不統⼀な形で森林整備が進むことが懸念されていた。
 そこで、村域の森林に対する様々な観点やニーズを集約し、理想的な活⽤の姿（⽬標林型）と、その具体化⽅策を令和

５年３⽉に「⻄⽬屋村⽬標林型実⾏プラン」にまとめ、その中で本制度に基づく森林整備についても位置づけた。

【森づくりのビジョン】
 村域の森林を持続可能な形で保全・活⽤するための４つの基本

⽅針・基本施策・具体的取組みを整理。
 本ビジョンに基づいて進める森づくりの基盤となる、「良好な

森林の整備」、「森林所有者との良好な関係構築（のための意
向把握）」のために本制度を活⽤。

【森林のゾーニング】
 岐⾩県郡上市の「森林ゾーニングに関する検討報告書」（平成

29年3⽉）を参考に、村域の森林を４つにゾーニング。
 村域での林業は、⼩⾯積なものになることが想定されたため、

「傾斜30度以下」かつ「路網からの距離100ｍ未満」を⽊材⽣
産林（特に林業経営に適する森林）として設定。

に し め や む ら
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③「朝来市森林ビジョン」の策定｜ 兵庫県朝来市
 森林環境譲与税をはじめとする各種財源を、より効果的に活⽤するための施策を体系的に定めた「朝来市森林ビジョ

ン」を策定し、３つの基本⽅針のもとにアクションプラン（短期・中⻑期）、関連施策を整理。
【ビジョン策定の流れ】
 令和３年12⽉から「朝来市森林ビジョン検討会」として、学識者・兵庫県・林

業事業体・⽊材需要者・ボランティア団体・市⺠代表等から構成される検討会
を４回開催。 「アクションプラン」は、地域の林業事業体の職員や⾃伐型林業
従事者から構成される「ワーキング会議」で出された提案を参考にしている。

 ビジョンの検討にあたっては、市が所有するデータやオープンデータを使⽤し、
森林の機能別ゾーニングや森林整備の優先度を評価する「森林整備基礎調査」
を実施するとともに、森林所有者や市⺠の意向を把握するための「住⺠ニーズ
調査」と林業事業体や⽊材需要者等を対象に「関係者ヒアリング」を実施。

 朝来市森林ビジョンは、基本理念、３つの基本⽅針、18のアクションプランで構成。
 優先的に実施する施策は、各アクションプランの詳細において指標を設定。

【朝来市森林ビジョン】

【アクションプランの⼀例】
基本理念

未
来
に
つ
な
げ
る
「あ
さ
ご
森
」

※「あさご森」とは、朝来市が豊かな森林資源を未来の世代に継承するために実践する、森林の多様な恵みを活かし、市民の暮らしを守り、人々がいきいきと働ける森づくりの理念を表現しています。

あ さ ご
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④「本⼭町森林・林業ビジョン」の策定｜ ⾼知県本⼭町
 本⼭町では、町の森林管理や整備に関する⻑期的な視点での基本的な⽅向と⽬標を⽰すとともに、その⽬標を達成する

ための必要な施策を明らかにする「本⼭町森林・林業ビジョン」を策定。
 森林を機能・⽬的に応じ７つに区分。どの区分の森林でどのような施策を⾏うか、現状やKPIとあわせて整理。

 ビジョンの存在意義や⽅針などを⽰す『理念』、
『価値観』、『約束』、『⽅針』、『使命』の
５つの要素と、ビジョンの実現に向けた具体的
な実⾏項⽬を⽰した基本施策により構成。

 計画期間は2022〜2071年度までの50年間。
 構想の策定に当たっては、令和3年6⽉に、⾼校

⽣を含む町内の関係者14名からなる「本⼭町森
林・林業ビジョン策定委員会」を設置、７回の
委員会を開催して、７つのテーマと25の取組項
⽬を整理し、令和４年３⽉に完成。町の振興計
画や総合戦略を軸に、関係者へのヒアリングや
国の政策、林業の市場等の調査による外部環境
を整理し、ビジョンに落とし込み。

【⼟佐本⼭コンパクトフォレスト構想】

■基本施策と対応する森、現状とKPI（例）

＜⽬指す理想の姿＞ ＜推進する基本施策＞

策定委員会開催状況

森林の役割に応じ『更新の森』『神聖の森』『恩恵の森』
『清流の森』『燃料の森』『継承の森』『童⼼の森』として区分

も と や ま ち ょ う
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 本制度を活⽤した森林整備は、森林に起因する災害の防⽌や町⺠の安全・安⼼な暮らしの実現に向け、公益的機能の発
揮（災害リスクの軽減等）を主軸として運⽤していく考え。

 森林経営計画が未策定の林班を対象に意向調査を実施。町に委託希望と回答があった森林のうち、主に公道沿いで防災
の観点から森林整備が必要な森林の集積計画を策定し、町の補助⾦を活⽤して林業事業体による森林整備を進めていく
考え。

【対象森林の設定】
 意向調査は、町域の私有林⼈⼯林約4,600haを対象に、林班単位

で年間10林班程度ずつ実施、15年間で町内を⼀巡する計画。
 意向調査は森林経営計画が未策定の林班を優先して⼤字単位で実

施。以下に該当する林班を優先的に選定。
①地元⾃治会から意向調査の実施について申出があった林班
②他の林政業務との連携が可能な林班
③宅地や公道に隣接するなど、⼭地災害の防⽌が特に求められる

林班
 対象森林（林班）を、共通項⽬（森林整備の必要性、林業経営の

適否を指標とした項⽬）により、プラス要因・マイナス要因ごと
に点数化して順位付けし、向こう５か年の対象林班を設定。

 災害リスクが想定される森林は優先順位を上げ、保安林森林整備
事業や県税事業での整備が可能な森林は優先順位を下げることと
している。

【事業化のスキーム】
町の役割実施主体事業種別

・森林所有者との交渉
・関係機関との調整
・事業発注、進⾏管理

若桜町
町管理事業
（町営事業）
※本制度に基づく事業

・所有者が整備を希望する森
林情報の林業事業体への
提供

・所有者への協⼒要請
・補助⾦（国・県の補助⾦を

町が嵩上げ）による林業事
業体への⽀援

林業事業体森林整備事業
（補助事業）

【道路事業との切り分け】
森林整備で対応道路事業で対応項⽬

なしあり伐採の緊急性

⼀定⾯積での森林整備
（間伐・主伐等）単⽊または複数本の伐採整備内容

若桜町（林務担当）道路管理者実施主体
森林環境譲与税を活⽤し、
林政担当が町管理事業と
して実施

道路法に基づき、道路管
理者等が対応事業スキーム

⑤経営管理制度の取組⽅針｜⿃取県若桜町
わ か さ ち ょ う
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3 森林経営管理権集積計画の策定
（１）採算林の判断基準
※採算林に該当する森林で、意向調査で委託希望と回答があった森林は、林業事業

体への再委託につなげる。
①⽢楽町森林整備計画で定めた標準伐期齢を超えていること。
②林道等、⼤型トラックが⾛⾏可能な道路から300ｍの範囲にある⼈⼯林で、全体

⾯積 のおよそ30％以上がこの範囲に含まれていること。
③気象害などによって林冠が⼤きく荒廃していないこと。また、⽴⽊密度が著しく

疎でないこと。
④⼈家や構造物に隣接しており、伐採が困難な森林でないこと。
（２）准採算林の判断基準
※准採算林は、必要に応じて林業事業体への再委託につなげていく⽅針

採算林の対象外の森林かつ、以下条件に適合する森林
①林道等の開設予定がある森林
②林内に幅員2ｍ以上の作業道があり、全体⾯積のおおむね30％以上がこの作業道
によって集材可能な森林

③採算林と⼀体的に整備することで、効率的な施業が⾒込める森林
（３）不採算林の判断基準
※「経営管理権」の設定は⾏わない。
・林道整備が進まない急傾斜地等、森林経営が困難な⼈⼯林。
・不採算林のうち、保安林整備事業や群⾺県が⾏う「ぐんま緑の県⺠基⾦事業」で

整備可能な森林は、当該事業による森林整備につなげていく⽅針。

 ⽢楽町では、町域の⺠有林の約50％を占める私有林⼈⼯林のうち、森林経営計画が未策定の森林を対象に、各年度の
森林環境譲与税の配分額に応じて意向調査を実施。

 意向調査は、対象林班を共通項⽬により順位付けし、当初の５年間はノウハウの蓄積、６〜10年⽬は意向調査が⽐較
的容易な森林、11年⽬以降は難易度の⾼い森林を対象にするといった段階的な意向調査を計画。

 また、本制度の取組に係り、林業経営の適否の判断基準を設定。採算林等は林業事業体への再委託（配分計画の策定
等）につなげ、不採算林と判断される森林については、県の独⾃事業等による森林整備を実施する⽅針。

⑥経営管理制度の取組⽅針｜群⾺県⽢楽町

意向調査の対象森林（令和元〜５年度）
地籍調査完了済で、町独⾃の査定結果で評価が⾼

い森林を対象森林として設定

【意向調査実施箇所の選定】
 対象森林は林班単位とし、各林班を共通項⽬（森林整備

の必要性、林業経営の適否を指標とした項⽬）により、
プラス要因、マイナス要因ごとに点数化して査定。

 査定結果を踏まえて、意向調査の対象林班を順位付けし、
向こう５か年の対象林班を設定。

 災害リスクが想定される森林は優先順位を上げ、保安林
森林整備事業や県税事業での整備が可能な森林は優先順
位を下げた。

【⽢楽町森林経営管理制度実施事業計画】
 町では、森林経営管理制度実施事業計画を策定し、同計画に記載した林業

経営の適否の判断基準に基づいて、意向調査後の森林整備につなげている。

か ん ら ま ち
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４．その他
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①予算要求・事業実施時期を考慮した業務スケジュール｜⼭形県最上町
 最上町では、予算要求の時期と事業の着⼿時期を⾒越して、本制度に基づく森林整備を切れ⽬なく進められるように年

間スケジュールを組んでいる。
 町内３箇所のモデル地区において本制度に係る実務が⼀巡し、⼀定のノウハウが蓄積されたことから、年間スケジュー

ルを踏まえて実務を進めることで、担当職員の異動に伴う引継ぎについても切れ⽬なく対応している。

【業務スケジュールの概要】 【スムーズに実務を進めるための⼯夫点】
 対象森林（候補森林）の選定から配分計画の策定までを概ね１年間で実施。
 ⺠間事業者の公募期間（林業事業体による企画提案の作成期間）や、選定

委員会による選考には時間を要するため、他の項⽬と⽐較して、多めに時
間を確保。

最上町における本制度に係る業務スケジュール

①業務の始期は、予算要求の時期と、配分計画に基づく
森林整備の始期を考慮して、毎年度11⽉に設定する。

②候補森林の選定は、事前に森林組合や林業事業体から
再委託可能と回答があった森林を優先して選定。

③集落座談会の開催時に、森林整備に対する地域の意向
や要望を聞き取り。

④意向調査時に作業道開設の同意も取り付け、集積計画
に基づく森林整備に先⾏して、町単独補助⾦を活⽤し
て林縁部までの作業道開設を可能に。

➄森林整備に対して関⼼が⾼く、森林整備の担い⼿の確
保の⽬処がついた森林から取組を始める。

①対応森林における実務を切れ⽬なく推進。
②・③実現性が⾼い森林から優先して意向調査を実施。

集積計画・配分計画の策定につなげている。
④早期の森林整備の着⼿。
➄関係者の合意形成がスムーズに進み、各作業項⽬の⼯

期の短縮。

も が み ま ち
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 令和元年度から令和４年度にかけて合併前の旧４町村に各１箇所のモデル地区を設定し、意向調査の実施、集積計画・
配分計画の策定、その後の森林整備までを⼀通り実施。

 令和５年度までのモデル地区での試⾏錯誤を受けて、令和５年度からは全町を対象に意向調査を実施することとした。
 令和６年度からは、配分計画は策定せず、林業経営に適さない森林の整備に特化していく考え。

【市町村森林経営管理事業の推進】

【集積計画の対象森林の⾒直し】
 令和元〜４年度に意向調査を実施したモデル地区では、

町に委託希望と回答があった森林は原則として全て集積
計画を策定することとしていた。

 現地調査にて、広葉樹が主体の森林など、整備が不要な
森林と判明するケースがあり、森林所有者への状況説明
等に時間を要していた。

 令和４年度までは⼤字または林班単位で意向調査を実施。
そのノウハウを基に、令和５年度からは全町を対象に意
向調査を実施。

 また、令和６年度からは、委託希望の森林のうち、林業
経営に適した森林は林業事業体へあっせんし、林業経営
に適さない森林のみ集積計画を策定し市町村森林経営管
理事業（保育間伐）を実施する⽅針。

 町に事業者登録している林業事業体には、対応能⼒に余
⼒がある事業体が複数あるが、本制度に係る業務発注量
が不安定であることから、継続して業務発注できる事業
量の確保が課題となっていた。

 林業事業体による森林経営計画への編⼊・策定も⾒据え
つつ、管内の林業事業体の実情を踏まえて市町村森林経
営管理事業の事業量を確保し、森林整備を進めていきた
い考え。

【業務フローの⾒直し】

集積計画案の作成 ※委託
意向調査で委託希望と回答があった
森林のうち、林業経営に適さない森
林

集積計画の公告

市町村森林
経営管理事業
（保育間伐）

現地調査（境界確認、⽴⽊調査）
※委託

林業事業体に
よる森林整備

▼令和元〜５年度 ▼令和６年度〜

林業経営が
⾒込めない

林業経営が
⾒込める

集積計画案の作成 ※委託

意向調査で委託希望と回答があった森林は
原則全て集積計画を策定

市町村森林
経営管理事業

林業経営が
⾒込めない

配分計画の公告

林業経営が
⾒込める

集積計画の公告

現地調査（境界確認、⽴⽊調査）

企画提案募集

※林業経営が⾒込める森林
は、必要に応じて林業事業
体向けの説明会を開催

集積計画の公告

く ま こ う げ ん ち ょ う

②制度推進⽅針の⾒直し｜愛媛県久万⾼原町
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 四万⼗市では、制度開始当初は、地域の森林組合に包括的に業務を委託していたが、さらなる境界明確化、現地調査の
範囲拡⼤及びスピードアップを図るため、令和５年度から事前準備と意向調査は市⾃ら対応。

 森林組合への委託は、境界明確化、現地調査、市町村森林経営管理事業の実⾏に特化。
 市の直営業務の増加に対し、県及びサポートセンターとの連携、ツールの活⽤等により対応。

③業務実施体制の⾒直し｜⾼知県四万⼗市

【業務の実施主体】

【背景】 【直営で実施するための⼯夫等】
①県及びサポートセンターによる⽀援
• 従来からの県による⽀援であるWGの活⽤や各種相談に加え、

令和４年度からは、県が無償で提供する航空レーザデータ、
森林クラウドや林況確認に活⽤できるタブレット等を活⽤。

• （⼀社）幡多地域森づくり推進センターが令和４年度に設⽴。
各種業務の⽀援や、市町村職員向けに研修会を開催（P.18）。
市はセンターと連携して業務を推進。

②独⾃のツール活⽤
• 意向調査の準備を直営で実施するにあたり、課税台帳を活⽤

して所有者を探索。
• 独⾃の作業⽤ファイルをエクセルで作成し、突合作業を効率

化。

 令和４年度まで事前準備、意向調査を森林組合へ委託していたも
のの、課税台帳や⼾籍謄本等を活⽤した所有者探索や問い合わせ
への対応は市が⾏っていたため、⼿戻りが頻繁に発⽣し、時間を
取られることが課題。

 業務の分担を⾒直し、事前準備、意向調査は市が直営で実施。森
林組合には境界明確化、現地調査に特化してもらうことで、当該
業務の範囲拡⼤及びスピードアップを図ることとした。

R5〜〜R4

業務内容

外部委託

直営
（職員）

外部委託

直営
（職員）

委託・請負・
雇⽤（または

連携）

委託・請負・
雇⽤（または

連携）

〇委託事前準備
〇〇説明会・広報活動
〇委託意向調査
〇〇経営管理権集積計画

委託委託⽴⽊調査・現地踏査
委託委託境界明確化

〇〇相続⼈調査

【体制図】

⾼知県（幡多(はた)林業事務所・本庁）

管内市町村

委託

四万⼗森林管理署

（⼀社）幡多地域森づくり推進センター
※幡多地域の6市町村の負担⾦で運営し、

市町村の実務をサポート。上記WGにも参加。

⽀援

幡多林業事務所WG四万⼗市

事前準備
説明会

意向調査
集積計画

相続⼈調査

森林組合

現地調査
境界明確化

し ま ん と
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④制度への対応⽅針の⾒直し｜ 栃⽊県⿅沼市（１）
 市内の⼈⼯林は⼩規模所有者が過半を占めており、所有者の⾼齢化等で森林の集積が困難になる前に森林整備に着⼿す

る必要があったため、令和５年度からは意向調査を簡略化し、直営で実施することで所要時間の短縮を図っている。
【意向調査の直営化・設問数の削減による事務のスピードアップ】

課題
 業務発注に係る市の担当職員の事務負担、委託業務内で⾏う

集計作業等が想定よりも過⼤に。
 約270通の意向調査票を上半期、下半期に分けて計７か⽉間

の委託期間と、市における成果品の検査、所管データの修正
やシステムへの反映など１か⽉、計８か⽉を要する。

成果
 令和４年度までは約８か⽉要していた意向調査の所要期間

を令和５年度は上半期・下半期合わせて約５か⽉に短縮。
令和７年度からは、上半期年１回のみの実施とし、さらな
る短縮を⽬指す。

 スムーズな集積計画の策定や、林業事業体による森林整備
の実施に寄与。

 所有者の意向をより詳細に把
握するため、意向調査票の設
問は全15問（⼀部記述式）

事前準備

意向調査の説明会

意向調査

集積計画

現地調査

直営

委託

直営

委託

委託

 設問を絞り、15問→６問へ削減
 全ての設問を選択式に
 すべての職員が回答の⼊⼒・集

計を⾏えるように、エクセルを
⽤いて作業を標準化・発送

・問い合わせ対応
・集計

事前準備

意向調査の説明会

意向調査

集積計画

現地調査

直営

直営

直営

委託

委託

・発送
・問い合わせ対応
・集計

意向調査の主な項⽬

１．対象森林を知っていますか︖
２．対象森林に⾏ったことがあり

ますか︖
３．対象森林の境界を知っていま

すか︖
４．⾃⾝で経営管理が実施できる

と思いますか︖
５．今後、森林の経営管理をどの

ようにお考えですか︖

意向調査の主な項⽬

１．対象森林を知っています
か︖

２．対象森林の境界を知って
いますか︖

３．今後、森林の経営管理を
どのようにお考えです
か︖

か ぬ ま

85

令和５年度以降令和元〜４年度



④制度への対応⽅針の⾒直し｜ 栃⽊県⿅沼市（２）
 林業経営適否判断や、具体的な事務作業のフロー作成により、林業経営に適さない森林での集積計画の策定や、林業経

営に適した森林での林業事業体による森林整備に早期につなげていきたい考え。

【意向調査後の具体的な作業フローの⾒直し】

令和元〜４年度 令和５年度以降

課題
 協議会との連携がスムーズにできず、意向調査の結果を林業

事業体による森林整備までつなげる際の⽀障に。
 林業経営の適否を判断するなかで、作業道に接し林業経営に

適すると思われる森林が、林業経営に不適と判断されてしま
うケースがあった。

期待する成果
 市と協議会の連携関係を明確にし、よりスムーズに森林整備

まで実施できるよう図る。

市町村森林経営管理事業

林業経営に適さない

林業経営に適する

事業体による
森林経営計画

策定

集積計画の策定

林業経営の適否判断
（現地調査・路網検討）
委託希望と回答のあった森林対象に判断

林業経営に適する

⿅沼市・協議会

①現地調査を踏まえて、林業
経営の適否を判断する作業
フローを作成

②経営適否の判断を、
⿅沼市森林環境整備協議会の
全構成団体の協議を経て⾏う。

 具体的な作業⼿順や役割分担を明⽂化せず  具体的な作業⼿順や役割分担を明⽂化

市町村森林経営管理事業

林業経営に適さない

事業体による
森林経営計画

策定

集積計画の策定

林業経営の適否判断
委託希望と回答のあった森林対象に判断

林業経営に適する

委託希望の森林

⿅沼市・協議会

林業経営の適否について、
協議会の全構成団体から
意⾒を聴取していなかっ
た。

個⼈情報の外部提供に関
する同意を所有者から得
ていなかったため、この
部分は実現せず。（令和
４年度調査からはその旨、
所有者の同意を取得）

意向調査で個⼈情報の外部
提供に関する同意を得て情
報提供することで、森林経
営計画の策定を実現

か ぬ ま

委託希望の森林
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 市町村森林経営管理事業の対象となる森林は、急傾斜地や奥⼭等の条件不利地に位置する。
 ⿅沼市では、市町村森林経営管理事業に関する業務委託先となる⿅沼市森林環境整備協議会と適宜協議し、単価等の⾒

直しを⾏っている。

⑤市町村森林経営管理事業等の単価の⾒直し｜ 栃⽊県⿅沼市

【管理事業（切捨間伐）の積算】

【集積計画作成に係る作業】
［令和４年度］
 急傾斜地の現地確認等は、作業者の負担が⼤きいため、

現地に⾏く⼯数について、急傾斜地の割増を⾏った。
［令和５年度］
 林業経営適否判断の実施に伴い、再配分は実質⾏わない

⽅針となり、従前よりもアクセスの悪いエリアが市の集
積対象となるため、現地に⾏く⼯数を⼀律上乗せし、路
網検討、材積を算出するための樹⾼測量を廃⽌、関連書
類の作成も廃⽌した。

令和５年度令和４年度業務内容
⼀律上乗せ急傾斜地の割増現地視察
削減急傾斜地の割増路網検討
樹⾼測量の削減急傾斜地の割増林分調査・施業⽅法の検討
⼀律上乗せ急傾斜地の割増境界確認
⼀律上乗せ急傾斜地の割増境界測量

－－集積計画案作成
樹⾼関係書類の削減－その他書類作成等

対応項⽬

調査区から細い順に伐採本数分を選択し、平均
直径を算出、積算基礎としていたが、実際には
必ずしも細い順になるわけではない（曲がり⽊、
枯⽊、適切な間隔等）ことから、調査区の平均
胸⾼直径を採⽤するよう変更。
※適切な選⽊、市の設計における負担軽減

胸⾼直径

－本数

－作業の難易度
実施有無を市が傾斜等から判断していたが、現
場の状況をすべて把握することが困難なため、
集積計画作成時に協議会が判断し、それに基づ
き実施有無を決定するよう変更した。
※適切な作業の実施

⽟切り、⽚付け有無

 「同種業務と⽐較して安価で、請け負うことが難しい」
という林業事業体からの意⾒を受けて、積算基準や単価
を令和５年度に⾒直し、令和６年度から適⽤することと
した。

 急傾斜地については「作業の難易度」で既に配慮されて
いたことから、⾒直しは⾏っていない。

か ぬ ま
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 森林経営管理制度の事務は、意向調査の準備業務から意向調査、集積計画の策定、森林整備の事業発注など多岐にわた
るため、外部委託による⺠間活⼒も活⽤しながら、制度に係る実務を進めていくことが重要。

 各種事業の発注に当たっては、林野庁が提⽰する業務参考資料や森林整備事業の歩掛、治⼭林道必携、都道府県提供資
料、林業事業体の⾒積書、市町村⾃らの歩掛調査結果などから積算を実施。

（参考）意向調査等の事業発注のための参考単価

【意向調査等の事業発注のための参考単価（業務参考資料）】

0.04 人日

0.04 人日

0.16 人日

0.10 人日

0.06 人日

0.40 人日

8,000 円

1haあたり

①施業履歴整理

②森林所有者への事前説明

③森林情報収集（植生状況の抽出調査）

作　業　内　容

④意向確認

⑤事務手続き

人工計

人件費（人工×20,000円）

１ 意向調査（森林情報の収集〜森林所有者の意向確認）

0.80 人日

16,000 円

14,000 円

①境界の確認（隣接者の確認、日程調整等の準備含む）

境界の確認に係る不在村森林所有者加算

1haあたり作　業　内　容

人件費（人工×20,000円）

２－１ 境界の確認

2.25 人日

45,000 円

1haあたり

①境界測量

人件費（人工×20,000円）

作　業　内　容

２－２ 境界の測量

①踏査による路網の線形調査・路網線形の合意形成 0.33 人日

②計画対象箇所の林分調査、施業方法の検討 0.80 人日

③経営管理権集積計画（案）の作成と同意取得 0.33 人日

0.06 人日

1.52 人日

30,400 円

14,000 円

人工計

人件費（人工×20,000円）

作　業　内　容 1haあたり

同意取得に係る不在村森林所有者加算

④事務手続き

３ 経営管理権集積計画（案）の作成・同意取得

※作業内容、歩掛り及び労賃（20,000円）は類似の取組を実施している団体からの聞き取り等を参考としているので、地域の実情に応じて調整願います。

【その他の参考資料】
■森林整備事業の関係通知等（林野庁HP）︓https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_seibi/index.html

└関係通知のうち、『森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について』をご参照ください。
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第２部
地域ごとの取組
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＜概要＞
 ⻘森県⻄⽬屋村は、総⾯積約2万4千haのうち、森林⾯積が約２万２千haを

占め、うち私有林⼈⼯林は約600haとなっている。
 本制度開始以前から、薪や炭等の⽊質バイオマスエネルギーの活⽤を通じた

森林整備を村全域で進めていたが、制度開始後は、地元の関係者で構成する
⻄⽬屋村森林経営管理委員会（諮問機関）を⽴ち上げ、対象森林の選定も含
め、村が対応する範囲・内容を限定して取組を推進。

 意向調査は、私有林（天然林含む）約２千haを対象に、令和３年度まではモ
デル地区（30ha）で、令和４年度以降は、年間１林班（約30ha）ずつ実施
する計画。対象森林は、林業事業体による森林経営計画の策定を促すため、
ゾーニングを⾏い、優良な森林を優先して設定。

 当初は、村に委託希望と回答があった森林は、原則として全て集積計画を策
定することとしていたが、事務の軽減化と森林整備を加速させるため、令和
３年度以降は、林業経営に適さない森林を中⼼に集積計画を作成する形へ⾒
直し、優良な森林に対しては、村が材積量調査を⾏い、所有者と林業事業体
の仲介役となり、既存の森林経営計画への編⼊や新規策定等も含めて、林業
事業体による森林整備につなげる形とした。

1．⻘森県⻄⽬屋村 2 取組の流れ

1 取組の体制

3 取組のポイント

＜体制のポイント＞
 制度開始より、担当職員１名で本制度に係る実務を担当し、他業務も兼任。
 村内の関係者で構成する⻄⽬屋村森林経営管理委員会において、各年度の実務

の内容・⽅向性を年度計画にとりまとめ。
 県本庁及び県中南地域県⺠局の担当職員が必要に応じて随時、相談対応や情報

提供を実施。

 令和元〜３年度は、モデル地区（30ha）に
おいて意向調査から集積計画、市町村森林経
営管理事業に⾄る⼀連の実務を村⾃ら対応。

 令和４年度に、本制度に係る全体計画、⽅針
書となる「⻄⽬屋村⽬標林型実⾏プラン」を
作成。村内の森林の有効活⽤や⺠間企業など
の関係⼈⼝の増加を図る。当プランを担当課
や関係者で共有することで、村担当者の異動
があっても、切れ⽬なく実務を継続できるよ
うにした。

①全体計画と⽅針書の作成

③林業事業体による森林整備の促進

②新たな林業事業体との連携
 令和４年度までは、村内に林業事業体が不在

だったため、村外の林業事業体や森林組合に
業務を依頼していたが、業務量の許容範囲を
超えるなど、受注困難が予想されたことから、
村内の建設業者へ伐採技術の指導を⾏う等、
担い⼿確保の取組を試⾏。

 令和５年度に村外の林業事業体１社が村内に
営業所を設置した。これを契機に村内の森林
整備のみならず、新たな森林活⽤や異業種と
の連携など、森林資源の運⽤も含めて多⽅⾯
にわたる対応が加速すると期待。

 当初は、村に委託希望と回答があった森林
は、原則全て集積計画を策定する⽅針でい
たが、事務負担が⼤きいことから、令和４
年度より、村に委託希望があった森林のう
ち、林業経営に適さない森林のみ集積計画
を策定することとした。

 林業経営に適した森林（優良な森林）につ
いては、村が林業事業体に情報提供し、村
が仲介に⼊り、林業事業体と所有者が直接
契約を結び、実施する形を想定。

 優良な森林は、配分計画を策定するのでは
なく、仲介役である村が所有者を集めて、
希望する林業事業体が森林整備の企画を発
表し、条件が合えばその場で契約を締結で
きる場を設ける等、両者の負担軽減に努め
ている。

 切り捨て間伐であっても、伐倒⽊の販売先
（バイオマス⼯場）を所有者と林業事業体
に紹介し、針葉樹C・D材や広葉樹を買い
取ってもらう等の取組も実施。

村議会議員

地区代表
（地区会）
（共有林）

職員１名

⻄⽬屋村

弘前地⽅森林組合
林業事業体
⻄⽬屋薪エネルギー㈱

林業代表（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
中南地域県⺠局

推進員２名

(公社)⻘森県林業会議

委託

県林政課
⽀援

⻄⽬屋村森林経営管理委員会

市町村森林
経営管理事業

森林経営計画の認定
森林整備の実⾏

現地調査（⽴⽊調査・境界確認）

経営に適さない森林
【同意取得】
・村による個別訪問
・村外は郵送で対応

集積計画案の作成・公告

企画提案 発表
（座談会）

出席者・林業事業体
・森林所有者
・役場担当者

林業事業体へ
現地 説明会

林業事業体へ情報提供

事前準備
【対象森林】
・私有林（天然林も対象）
・森林経営計画が策定されていない
・施業履歴がない（過去５年分）
※保安林は対象外
【優先順位】（優良な森林）
・⼈⼯林資源がまとまっている箇所
・林道や作業道から近い、傾斜が緩

やかな森林
★委員会（諮問機関）において選定

森林経営管理制度の説明会
対象者から「意向調査」の回収

※実績なし

「意向調査」の回答
利益還元を希望しない

森林所有者
利益還元を希望する

森林所有者

に し め や む ら
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＜概要＞
 ⼭形県最上町は、総⾯積約３万３千haのうち、森林⾯積が約２万６千haを占

め、うち私有林⼈⼯林は約３千５百haとなっている。
 制度開始を契機に地域の関係⾃治体・林業事業体等で構成する協議会を設置

し、町内３か所のモデル地区において、事前準備から配分計画・市町村森林
経営管理事業に基づく森林整備までの⼀連の実務を町⾃ら対応することでノ
ウハウを蓄積。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約２千500haを対象に、令和４年度末までは３つ
のモデル地区で実施。令和５年度以降は、森林組合や林業事業体の意向を踏
まえて、再委託可能な森林を対象に実施する考え。

 町に委託希望と回答があった森林は、原則として集積計画を策定することと
し、主伐・再造林も想定。集積計画を策定した森林は、原則として林業事業
体に企画提案を求めることとし、市町村森林経営管理事業は予定していない。

2．⼭形県最上町 2 取組の流れ

3 取組のポイント
①対象森林の効率的な選定 ③配分計画に係る作業負担の軽減

②作業道開設に向けた同意取得

1 取組の体制

＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員２名で本制度に係る実務を担当。２名とも他業務も兼

任。
 県から委託を受けて「⼭形県森林管理推進協議会（県内の全市町村、林業団体、

関係機関で構成）」の事務局を務める⼭形県森林協会を通じて、市町村職員を
対象とした研修や各種の情報提供を実施。

 ⼭形県森林管理推進協議会の下部組織として県内４地域に地域協議会が設置さ
れ（事務局︓県出先機関の担当課）、制度に係る情報共有や意⾒交換を実施。

 農林振興課が集落単位で実施する集落座談
会を活⽤して、出席者から、意向調査や森
林整備に関する意向や要望を聞き取り。

 合わせて、再委託可能な森林の有無を地元
の林業事業体に聞き取り、対象森林の優先
順位付けに反映。

 企画提案時に事業者が提出する⾒積は、所
有者毎の⽀払額を算出する形ではなく、標
準地調査を実施して総材積を積算し、対象
森林全体の収⼊を⾒積もる形（所有者への
⽀払額は、１地区⽬は⾯積按分で、２地区
⽬以降は材積按分する形）とした。

 ⾒積の作成に使⽤する補助事業や補助率、
施業内容等を予め町で指定することで、参
⼊する事業者への事務負担の軽減を図った。

 提案書の作成に際して、事業者からは毎⽊
調査や境界確認の必要性、そのための経費
を提案者負担とするには負担が⼤きいとの
意⾒があったことから、今後は、⾒積に必
要な現地調査等については事前に町が発注
し、その結果を公募時に提⽰する形にする
ことを検討中。

県本庁

委託
運営⽀援

・⼭形県森林管理推進
協議会の事務局

・研修企画・運営等

⼭形県森林協会

林業事業体

最上町

森林組合

近隣市町村

⼭形森林管理署
最上⽀署

⼭形県森林管理推進協議会
最上地域協議会

最上総合⽀庁

 意向調査の説明会時に施業⽅針とともに作
業道のルート案の提⽰と所有者の同意を取
得できるようにするため、林業事業体や⼭
形森林管理署最上⽀署と連携して、現地確
認も含めて作業道のルート案を作成。

 意向調査の説明会の参加者には、意向調査
票とともに、作業道開設の同意書を配布し、
説明会の席上でも所有者の同意取得ができ
るようにすることで同意取得に係る時間を
短縮し、よりスムーズに作業道の開設がで
きるよう留意。

実施権事業

配分計画の公告 市町村森林
経営管理事業

※現時点で
実績なし

事前準備
【対象森林】
・私有林（天然林も含む）
・森林経営計画が策定されていない
・施業履歴がない（過去10年分）
【優先順位】
・地元要望や林道等の有無、施業のしや

すさ等を考慮
★項⽬ごとに点数付けして優先順位を決

定（概ね５年間の実施箇所を選定）

意向調査の説明会

現地踏査

意向調査

提案なし提案あり

事業体向け現地説明会

集積計画の公告

集積計画案の作成・説明会
委託希望の森林は全て集積計画を策定
【同意取得】
・説明会の場で同意取得
・参加していない場合は郵送で対応

企画提案募集

も が み ま ち
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＜概要＞
 栃⽊県⿅沼市は、総⾯積約４万９千haのうち、森林⾯積が約３万４千haを占

め、うち私有林⼈⼯林は約２万７千haとなっている。
 管内の⼈⼯林は⼩規模所有者が多数を占め、所有者の⾼齢化や所在不明等に

より今後、⾯的な森林整備が困難になることが懸念されていた。このため、
制度開始後に、地域の森林組合や林業事業体で構成する協議会を設⽴。意向
調査以降の業務を⼀括して協議会に業務委託することで効率的に⼿⼊れ不⾜
の森林の解消を図っている。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約１万千haを対象に、20年間で市内を⼀巡する計
画。⾼齢化率が⾼く、森林⾯積の⼤きい地区を優先。

 委託希望と回答があった森林のうち、林業経営に適した森林は、配分計画は
策定せず、既存の森林経営計画に編⼊して、林業事業体による森林整備につ
なげる考え。

3．栃⽊県⿅沼市 2 取組の流れ

3 取組のポイント
①意向調査結果後の対応⼿順の⾒直し

1 取組の体制

 令和４年度までは、意向調査は業務委託し
ていたが、令和５年度に意向調査票の設問
内容を簡素化（設問の統合・削減）し、市
の直営で実施することで作業時間の短縮を
図り、早期に集積計画の策定作業に着⼿で
きるようにした。

 令和４年度までは、委託希望と回答があっ
た森林のうち、林業経営に適する森林につ
いては、林業事業体の森林経営計画に編⼊
し、以降は林業事業体による森林整備を⾏
うこととしていたが、具体的な作業⼿順や
役割分担が明⽂化されていなかったため、
林業事業体による森林整備につながらな
かった。

 このため、令和５年度に、委託希望と回答
があった森林の林業経営の適否の判断基準
や作業フローを作成することとした。

 令和４年度までは、林業経営に適さない森
林で集積計画を策定することとしていたが、
限られた⼈員で作業を⾏うなか、作業道に
隣接し林業経営に適すると思われる森林が、
林業経営に不適と判断される事例があった。

 令和５年度からは、⿅沼市森林環境整備協
議会の全構成団体で林業経営の適否を判断
し、林業経営に適すると判断できる森林は
林業事業体による森林経営計画の策定・既
存計画への編⼊につなげ、それ以外の森林
を集積計画の策定候補とすることとした。

②集積計画の策定⼿順の⾒直し

＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員２名で本制度に係る実務を担当。２名とも他業務も兼

任。
 県本庁では、令和４年度より地域林政アドバイザーを雇⽤し、市町村職員向け

の研修の開催や、本制度に係る関連情報の提供を実施。
 県の出先機関である県⻄環境森林事務所では、市町村の体制や取組の進捗に応

じて伴⾛型のきめ細かい⽀援を実施。

⿅沼市森林環境整備協議会
事務局︓⿅沼市森林組合

県本庁県⻄環境
森林事務所

森林組合（２者）

林業事業体（６者）

(公社)とちぎ環境・
みどり推進機構

委託

専⾨員５名

・市町村向けの研修
・技術者情報の提供
・実務への技術的⽀援

⾃伐林家（２者）

委託
ワーキンググループ

⿅沼市

③単価の⾒直し
 市町村森林経営管理事業の単価は令和３年

度までは、市町村⽀援組織から提供された
ものを⽤いていたが、急傾斜地の現地確認
や管理事業が、同種業務に⽐べて⾒積が安
価になるとの意⾒が事業者から寄せられた。

 令和４年度から集積計画策定における急傾
斜地への割増、令和５年度は、管理事業の
単価の引き上げ等（令和６年度より適⽤）
を実施した。

事前準備
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
・森林経営計画が策定されていない
・施業履歴がない（過去10年分）
【優先順位】
・住⺠の⾼齢化率が⾼い地区
・経営管理が⾏いやすい森林 など

意向調査の説明会

意向調査

市町村森林経営管理事業

集積計画の公告

林業経営に適さない

林業経営に適する

事業体による
森林経営計画策定

・林業経営に適さないと判断された森林
から選定

・境界測量・⽴⽊調査・同意取得

集積計画案の作成 ※委託

林業経営の適否判断（現地調査・
路網検討）※委託
委託希望と回答のあった森林対象に判断

林業経営に適する

か ぬ ま
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＜概要＞
 新潟県村上市は、総⾯積約11万７千haのうち、森林⾯積が約９万３千haを占

め、うち私有林⼈⼯林は約１万５千haとなっている。
 制度開始時には、間伐等の施業を直近10年間で実施した⼈⼯林が全体の約１

割にとどまっていたため、市⾃ら⾏う事務を地域の林業関係者等で構成する
協議会に段階的に委託することで事務を効率化するとともに、集積計画の策
定を通じて⼈⼯林の集約化を図っている。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約１万千500haを対象に、合併前の旧５市町村ご
とに⼤字単位１地区以上を選定し、10年間で市内を⼀巡する計画。

 市に委託希望と回答があった森林は、原則として集積計画を策定することと
しているが、林業経営に適した森林は、林業事業体による森林経営計画の新
規策定・既存計画への編⼊に誘導し、集積計画・配分計画は策定しない考え。

4．新潟県村上市

1 取組の体制

3 取組のポイント

 ＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員２名で本制度に係る実務を担当。２名とも他業務も兼

任。令和３年度より、常駐の地域林政アドバイザーを雇⽤し、本制度に係る実
務全般をサポート。

 市では令和３年度より、集積計画の検討及び、本制度の実務に係る相談対応を
新潟北部地域林業振興協議会に業務委託することで、事務負担を軽減し、実務
のより円滑な推進を図っている。

 県本庁では、令和元年度より、新潟県農林公社に委託して専任のアドバイザー
を設置し、市町村の巡回指導や関連情報の提供等を実施。

 令和２年度から、市に委託希望と回答が
あった森林は、順次、集積計画を策定。

 令和２年度より、林業経営に適した森林は、
集積計画の策定前に林業事業体に斡旋。林
業事業者が直接、所有者と契約して森林経
営計画に基づく森林整備に誘導。斡旋を受
けた森林で林業事業体が森林経営計画を策
定する際には、市が実務⾯を適宜サポート。

 林業事業体による森林経営計画の策定・既
存計画への編⼊を優先するため、配分計画
の策定は想定していない。

 林業経営に適さない森林のうち、森林経営
計画の対象森林に隣接・近接する森林は、
優先的に市町村森林経営管理事業による間
伐を実施する等により、集約化及び⽣産性
アップを図る。

③林業事業体による森林整備への誘導①体制の強化
 市担当課の実務量の増加に対応して、令和

３年度より、地域林政アドバイザーを常駐
させ、担当職員の実務全般をサポート。

 市直営で実施している⽴⽊調査の作業負担
の軽減と調査の効率化を図るため、県ス
マート林業推進協議会がデータ取得・解析
を⾏った航空レーザ計測データ（市内の⺠
有林の約7割で実施済）を活⽤して、境界保
全図素図を作成。

2 取組の流れ

新潟北部地域林業振興協議会
事務局（２名）

村上地域振興局

助⾔・資料提供

・市町村相談窓⼝
・アドバイザー派遣
・⼈材紹介

(公社)新潟県農林公社

県本庁

巡回指導等

委託

⺠間企業
※システム開発

村上市

委託

事前準備
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
・森林経営計画が策定されていない
・施業履歴なし（過去10年間）
【優先順位】
・森林経営計画策定済の森林に近接
・路網あり、⼜は路網の新設が可能
・森林資源が充実

意向調査(委託)＆説明会

経営に適した森林

現地調査（⽴⽊調査、境界確認）
※境界確認は委託

②林業事業体の育成
 管内の素材⽣産量の拡⼤に向けて、林業分

野以外の事業者による新規参⼊の⽀援を実
施。

 具体的には、新規参⼊を予定している事業
者に対して、座学や実地でのOJT研修のほ
か、森林施業に必要な資格などの取得に対
して補助を実施。その結果、令和５年度以
降新たに１社が新規参⼊。

経営に適さない森林

委託

村上市認定の属⼈
森林経営計画への
編⼊

集積計画案の
作成・公告

市町村森林経営
管理事業

森林経営計画の
策定・編⼊

林業事業体への
斡旋

※集積計画の策定、市町
村森林経営管理事業は、
既存の森林経営計画への
編⼊も念頭に置いて対応。

条件が整えば

む ら か み

経営に適さない森林経営に適した森林
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＜概要＞
 ⽯川県⽩⼭市は、総⾯積約７万５千haのうち、森林⾯積が約６万３千haを占

め、うち私有林⼈⼯林は約７千８百haとなっている。
 管内の⼈⼯林の約７割が収穫適期を迎え、早期に集約化して⽊材の有効利⽤

を図る必要があったため、本制度開始を契機に、県の出先機関単位で設置さ
れた協議会を⺟体として、地域の森林組合や林業公社への意向調査の実施・
集積計画の策定に係る業務委託を通じて、森林の集積化を推進。

 意向調査は、過去10年間に施業履歴がない私有林⼈⼯林約３千500haを対象
に、森林組合や林業事業体からの提案や地域協議会での意⾒交換を経て、年
度ごとに実施箇所を選定。

 市に委託希望と回答があった森林は、原則として集積計画を策定。集積計画
を策定した森林のうち、林業経営に適すると判断した森林について、林業事
業体の企画提案を求め、配分計画の策定につなげたい考え。

5．⽯川県⽩⼭市 2 取組の流れ

3 取組のポイント
①意向調査の対象森林

1 取組の体制

＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員２名で本制度に係る実務を担当。
 県本庁では、⽯川県林業公社に委託して、市町村⽀援の専任職員として林業ア

ドバイザー３名（各地区１名）を配置。加えて、県本庁では⽯川県⼭林協会に
委託して、林業アドバイザーの補助として、⽀援アドバイザー３名（各地区１
名）を配置。１地区につき２名体制で市町村の実務全般を⽀援。

 県の出先機関である⽯川農林総合事務所では、市・県・林業公社等で構成する
⽩⼭麓森林バンク推進地域協議会の事務局として、関係者間の情報共有・意⾒
交換を実施。

 意向調査の実施に際しては、予め森林組合
や林業事業体に、林業経営に適した森林、
今後、森林整備を想定している地区等につ
いての意向を確認し、要望のあった地区か
ら優先して対象森林を設定し、より確実に
森林整備につなげることを念頭に置いてい
る。

 その他に、毎年２⽉頃に森林組合主催で開
催される地区座談会を活⽤して所有者の森
林整備に関する意向把握等に努めている。

 集積計画は森林簿の情報を基に策定してい
るが、実際の⾯積との乖離があるケースが
あるため、森林簿上の⾯積と、実⾯積を併
記する形で記載している。⾯積の乖離が⼤
きい場合は事業費を変更し、変更契約を締
結している。

③企画提案時の⾒積額の調整
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⽯川農林総合事務所 県本庁
委託

林業アドバイザー
３名（各地区１名）

⽩⼭市
委託

指導・助⾔

林業事業体

森林組合

(公財)
⽯川県林業公社

⽩⼭麓森林バンク
推進地域協議会

⽀援アドバイザー
３名 （各地区１名）

⽯川県⼭林協会

補助

②地域に精通した林業事業体への委託
 ⽩⼭市は８市町村が合併して誕⽣したこと

から、合併前の旧市町村の森林に精通した
林業事業体に業務委託（意向調査、集積計
画、境界明確化等）することで、実務をス
ムーズに推進。

市に委託希望の森林について境界
明確化を⾏い、次いで⽴⽊調査を実施
※⽴⽊調査は市管理の場合のみ

現地調査※委託
（現地踏査・境界明確化）

市に委託希望の森林は原則全て対象
【同意取得】
・個別訪問、郵送等

集積計画案の作成・説明会※委託

林業経営に適さない

市町村森林
経営管理事業 配分計画の公告

企画提案募集

事前準備
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
・施業履歴がない（過去10年分）
【優先順位】
・⼈⼯林⾯積が多い地区
・森林経営計画対象森林の周辺
・林道から近い
・地元や林業事業体の要望を考慮
・地元協⼒者の有無
★協議会での検討を経て、年度ごとに事業箇

所を決定（全体計画は策定していない）

意向調査の説明会

意向調査 ※委託

集積計画の公告
林業経営に適する

 配分計画に基づく搬出間伐により得られた
収益は、経費を除して所有者に還元するこ
とで、所有森林に対する所有者の関⼼を喚
起し、森林整備の持続性の担保につながっ
ている。（所有者への還元は、樹種や搬出
距離等により左右されるが概ね20〜50万円
程度/ha）

④所有者への利益還元を通じた整備促進

⑤森林整備における⼯夫
 意向調査を実施した箇所について、翌年中

には境界明確化、集積計画策定まで実施。
 意向調査の実施⾯積よりも、意向調査を実

施した箇所で確実に森林整備につなげる⽬
途をつけることを優先している。

は く さ ん



＜概要＞
 愛知県岡崎市は、総⾯積約3万8千haのうち、森林⾯積が約２万３千haを占

め、うち私有林⼈⼯林は約１万２千haとなっている。
 制度開始以前は、県税や⽮作川⽔源基⾦を活⽤して⼿⼊れ不⾜の⼈⼯林整備

を進めていたが、制度開始を契機に、森林資源解析に基づく対象森林を設定
するとともに、市が主体となり、林業経営者への再委託も⾒据えて計画的に
意向調査、集積計画・配分計画の策定を推進。

 意向調査は、GISを活⽤して「相対幹距⽐17％以下の森林を30％以上含む森
林」が多く所在する地区を選定し、地区内の森林経営計画の策定⾯積、再委
託の⾒込み等を考慮して年間150〜200haずつ実施。

 市に委託希望と回答があった森林は、原則として集積計画を策定。策定した
集積計画は、全て企画提案書の募集を実施。再委託も⾒越して集積計画を策
定している。森林経営計画に近接する地域で集積計画を策定する場合は、森
林経営計画の終期に計画期間を揃えるようにすることで、林業事業体への再
委託後に森林経営計画の新規樹⽴、既存計画の編⼊のしやすさに留意。

6．愛知県岡崎市

1 取組の体制 3 取組のポイント

＜体制のポイント＞
 制度開始当初は担当職員４名、令和４年度から同３名で本制度に係る実務を担

当。３名とも他業務も兼任。
 県本庁では、愛知県林業振興基⾦に委託して、あいち森林経営管理サポートセ

ンターを設置。県OBを専⾨員として配置し、本制度に係る情報を市町村に提供。
 県の出先機関である⻄三河農林⽔産事務所では、担当者を配置して、市町村の

相談に対応。

 森林経営計画の区域計画と同⼀地域におけ
る集積計画の策定に際しては、なるべく同
時期に計画を策定することで、林業事業体
への再委託後に、当該森林で森林経営計画
の策定がしやすいように配慮。

②集約化の配慮

③再委託の促進①境界明確化の効率化・簡略化
 令和４年度までは、境界明確化に際して、

所有者が⾼齢のため、現地⽴会が困難な
ケースがあった。

 県税を活⽤した「あいち緑と森づくり事
業」で実施された境界明確化のスキーム、
ノウハウを活⽤して、森林組合等による境
界明確化を促進。

 令和５年度より、デジタル図⾯による境界
確認を導⼊し、移動に伴う所有者の負担軽
減と、明確化に係る市担当課の事務量の軽
減を図っている。

 令和元年度時点では、集積計画を策定でき
ても、再委託につなげることは難しいと考
えており、林業経営に適さない（搬出不可
能、⼿⼊れ不⾜）森林のみを対象にしてい
たものの、 再委託を受ける林業事業体が管
内にいることが判明。

 令和４年度以降、測量対象地は、間伐施業
履歴がある箇所や、作業道がありつつ林分
密度が⾼い森林も対象とするなど、再委託
を⾒越して測量対象地を選定した。

 集積計画を策定した森林については、県が
実施した航空レーザ―測量データの解析結
果（⾚⾊⽴体図、樹種解析データ、成⽴本
数データ）を提供可とすることで、林業事
業体の提案書作成を⽀援。

 林業事業体に再委託した森林と、市管理の
森林の共同で森林経営計画の策定が可能で
あることを企画提案の公募時に説明し、再
委託の促進を図った。

2 取組の流れ

森林課16名

（うち３名で対応）

意向調査
委託

・対象地区候補の選定
・境界明確化等

⻄三河農林
⽔産事務所岡崎市

森林組合

(公財)愛知県林業振興基⾦
委託・設置

専⾨員 １名（県OB）

助⾔・指導

(公財)あいち森林経営管理
サポートセンター

県本庁

運営
情報提供

事前準備 ※委託
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
→天然林、財産区、分収林は除外

・施業履歴がない森林（過去７年分）
・相対幹距⽐17％以下の森林を30％以上含

む森林→林分密度を考慮
【優先順位】
・再委託が⾒込めそうな地区をモデル的に

選定（第1回地区）

境界明確化の説明会

意向調査の対象となる森林は全て境界確
認・測量を実施（⽴⽊調査は実施⽅針策定
業務で実施済み）

境界明確化 ※委託

集積計画案の作成・説明会

意向調査

市に委託希望の森林は原則全て対象
【同意取得】
・郵送と電話連絡
・連絡がつかない者には個別訪問

集積計画の公告

企画提案募集

実施権事業

提案なし提案あり

配分計画の公告 市町村森林
経営管理事業

お か ざ き
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＜概要＞
 三重県津市は、総⾯積約7万1千haのうち、森林⾯積が約４万２千haを占め、

うち私有林（天然林も含む）は約３万９千haとなっている。
 本制度開始時に市内複数地区で実施した説明会で、早期の森林整備を求める

声が多数寄せられたことを受けて、市全域を対象とした意向調査を令和５年
度までに着⼿。意向調査実施済の地域から集積計画の策定を推進するととも
に、県税を原資とする間伐補助事業も併⽤して森林整備を推進。

 意向調査は、私有林（天然林も含む）約３万９千haを対象とし、森林経営計
画（属⼈）策定済箇所等を除いた森林約３万８千haについて、市域を９地域
（合併前の旧市町村単位）に区分し、概ね５年間で実施。

 市へ委託を希望と回答があった森林で境界明確化が完了した森林は、原則と
して集積計画を策定。集積計画を策定した森林のうち、林業経営に適すると
判断した森林のみ、林業事業体に企画提案を求めている。

7．三重県津市

1 取組の体制

3 取組のポイント

＜体制のポイント＞
 制度開始当初は担当職員４名だったが、令和元年度に１名、令和２年度に１名、

令和５年度に１名の合計３名の会計年度任⽤職員を増員し、体制強化を図った。
 会計年度任⽤職員のうち１名は法務局OBを採⽤。所有者探索に係る事務を加速

化している。
 三重県では、市町⽀援組織として、（⼀社）三重県森林協会に委託して「みえ

森林経営管理⽀援センター」を設置。本制度の実務に係る市町職員の研修や相
談対応、関連情報の提供等を実施。

 三重県の出先機関である津農林⽔産事務所及び近畿中国森林管理局三重森林管
理署に依頼し、経営管理実施権の設定に係る市の選定委員会の委員を委嘱。

 令和元年度より実施している意向調査は、
令和５年度には市内全域にわたり実施。

 令和６年度より、意向調査結果を踏まえた
境界明確化、その箇所の森林整備を主体と
した取組を推進。

①5年間で市全域の意向を調査 ③再委託時の留意点
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2 取組の流れ

委託

森林組合

津市 県本庁

設置

情報提供
巡回
協⼒
研修

みえ森林経営管理⽀援センター
アドバイザー５名（津地区担当１名）

（⼀社）三重県森林協会

委託

助⾔、情報提供
津農林⽔産事務所

林業事業体

 事業者選定に際しては、所有者へ還元され
る⾦額だけでなく、間伐後の残存⽊の資源
内容が所有者のイメージしているものか、
環境への配慮が⾏われているか等を確認し
ている。

④補助⾦を活⽤した森林整備
 意向調査で市に委託希望と回答したものの、

集積計画の対象外となった森林や、早急な
着⼿が求められる森林については、国や県
の造林補助事業のほか、市独⾃に創設した
⼩規模森林の整備に係る補助⾦「⼩規模森
林整備促進事業」を活⽤。（同補助⾦を活
⽤して令和３〜４年度に間伐・植栽を⾏っ
た森林は計約60ha）

事前準備
【対象森林】
・私有林
・施業履歴の有無は考慮しない
【優先順位（R2〜）】
・森林資源が多く、積極的に施業を⾏って

いる地域から意向調査を順次着⼿

意向調査・説明会の開催 ※委託
意向調査票送付後に対象者に限定して説明
会を実施
※案内⽂書を意向調査票に同封

集積計画の対象となる森林で実施

現地調査（⽴⽊調査・境界明確化）
※委託

集積計画案の作成
委託希望のあった森林で、以下に該当するも
のを選定し、⾯的にまとまった箇所から優先
的に実施
・⼈⼯林かつスギ・ヒノキ林
・施業履歴がない（過去10年間）
・森林経営計画が未策定 など
【同意取得】
・原則郵送。電話で補⾜説明。
・津市近郊の場合、個別訪問を⾏っている。

配分計画の公告

企画提案募集
市町村森林

経営管理事業

再委託が⾒込めない 再委託が⾒込める

集積計画の公告

②所有者情報の精度向上
 令和元年度は、林地台帳に記載された所有

者に意向調査票を送付していたが、令和２
年度からは固定資産課税台帳情報の提供を
受けることができるようになったため、登
記情報と合わせて、電⼦化された精度の⾼
い情報の活⽤が可能となった。

 林地台帳情報や固定資産課税台帳情報の結
合などには、市販のデータベースソフト
（Microsoft Access）を使い、極⼒⼊⼒作
業を⾏わないで処理している。

 その他、森林クラウド等の各種ツールを使
うよう努めている。

つ



＜概要＞
 兵庫県神河町は、総⾯積約2万haのうち、森林⾯積が約１万８千haを占め、う

ち私有林⼈⼯林は約９千400haとなっている。
 本制度を活⽤して、森林経営計画の策定が困難な条件不利地の森林整備に取

り組む。町担当課の体制や過年度の実施状況を踏まえて、集積計画や配分計
画の策定等の町⾃ら対応する事務と、業務委託で対応する事務を切り分け。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約９千400haを対象に年間２〜４地区（⼤字単
位）ずつ実施し、15年間で町内を⼀巡する計画。地籍調査済みの森林を優先
し、既存の森林経営計画への編⼊が可能な場合は、集積計画を策定せずに林
業事業体に斡旋。

 町に委託希望と回答があった森林のうち、経営に適さない森林のみ集積計策
を策定。配分計画は策定せず、その他の森林整備（間伐）は、町独⾃の補助
事業で対応。

8．兵庫県神河町

1 取組の体制
3 取組のポイント

＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員1名で本制度の実務に係る実務を担当。他業務も兼務。
 県本庁では、市町村⽀援組織として、兵庫県森林組合連合会に委託して「ひょ

うご森づくりサポートセンター」を設置。専⾨員4名を配置し、本制度の実務
に係る市町村の相談対応、関連情報の提供を実施。

 県の出先機関である県姫路農林⽔産振興事務所では、本制度の実務に現地での
助⾔・相談、関連情報の提供等を実施。

①市町村森林経営管理事業の対象の⾒直し

④森林整備の促進
 町に委託希望と回答があった森林で、集積

計画の対象外となった森林については、町
独⾃の補助事業「神河町森林整備事業補助
⾦」を活⽤した森林整備（間伐、枝打ち、
作業道の開設等）の促進を図っている。

 また、林業経営に適した森林は、集積計画
の策定前に、意向調査後に実施する地元説
明会等の機会を活⽤して、林業事業体によ
る森林経営計画の策定・既存計画への編⼊
に誘導し、林業事業体が直接、森林所有者
と契約して森林整備を進める形を想定。

2 取組の流れ

設置

ひょうご森づくり
サポートセンター

兵庫県森林組合連合会

県本庁
委託

姫路農林⽔産振興事務所

森林組合

コンサルタント会社

委託

神河町 助⾔
情報提供等

専⾨員４名

 令和４年度までは、除地としていた⾥⼭周
辺の森林で⺠家に近接・隣接する森林につ
いて、令和５年度から、防災⽬的の観点か
ら整備対象に加えることとし、約108.02ha
（ 令和５年12⽉現在）で間伐等の森林整備
を実施。

事前準備
【対象森林】
・私有林（天然林、財産区、経営計画認定

林を含む）
【優先順位】
・地籍調査が完了している地区
・林業が盛んな地域
※多様な森林整備⼿法を検討するため、

登記地⽬が「⼭林」のものを全て対象
とし、現況による抽出は⾏わない

意向調査の説明会（R2〜）

意向調査 ※委託

市町村森林経営管理事業

既存事業での対応が困難な森林であって、
なおかつ⼀定規模の集積が⾒込める森林を
対象
【同意取得】
・郵送及び電話で対応
※集積が⾒込めない森林については町独⾃

の⽀援策を活⽤

集積計画案の作成・公告

既存の事業で対応可

事業体での施業集約
化を検討

既存の事業で
対応不可

意向調査結果の説明会

現地調査（⽴⽊調査・周囲測量）
※委託

③森林の寄附受⼊制度の整備
 所有者からの寄附の申出のあった森林を町

として受け⼊れる独⾃制度を令和４年度に
整備し、本制度の対象外となった森林の受
け⽫の⼀つとなっている。寄附を受けた森
林については、最終的には森林経営計画の
策定・編⼊、林業事業体による森林整備に
つなげていきたい考え。

 令和５年12⽉現在、５⼈、28筆（約
45.7ha）の森林の寄附を受け⼊れた。

②回答率向上及び森林の集約化に係る取組
 意向調査票が宛名不明で返送されてきた場

合、庁内において再度確認を⾏い、把握で
きる範囲で所有者へ再度送付している。

 意向調査の結果を図⾯に表し、集約化が⾒
込めそうな森林で委託希望のない所有者に
ついて、個別に集約化を働きかけている。

かみかわちょう
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＜概要＞
 ⿃取県若桜町は、総⾯積約1万9千haのうち、約95％を森林が占め、うち私有

林⼈⼯林は約５千600haとなっている。
 本制度の開始に合わせて、町域の森林整備の考え⽅や⽅向性を「若桜町森林づ

くり条例」、「わかさ森林づくりビジョン」として取りまとめ、主に災害のリ
スクが想定される箇所の森林を優先して整備。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約４千600haを対象に、年間10林班程度ずつ実施
し、15年間をめどに町内を⼀巡する計画。

 町に委託希望と回答があった森林のうち、主に公道沿いで森林整備が森林につ
いて集積計画を策定。集積計画を策定した森林は、町の補助⾦を活⽤して林業
事業体が整備を⾏う形を想定。

9．⿃取県若桜町

1 取組の体制

3 取組のポイント

＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員1名で本制度の実務に係る実務を担当。他業務も兼務。
 県本庁では、市町村⽀援組織として、⿃取県森林組合連合会に委託して「新た

な森林管理システム推進センター」を設置。集積計画の内容検討を始め本制度
の実務に係る市町村の相談対応、関連情報の提供等を実施。

 県の出先機関である東部農林事務所では、わかさ森づくりビジョン策定の検討
委員会の委員として参画したほか、本制度に係るモデル地区設定の検討会や現
地調査、町⺠向け説明会の出席等の⽀援を実施。

 町域の森林整備の考え⽅や⽅向性を「若桜
町森林づくり条例」、「わかさ森林づくり
ビジョン」として取りまとめ、本制度の対
象森林は、防災の観点を主として選定し、
当⾯は公道沿いの森林を優先して意向調査
の対象森林に設定。

 町に委託希望と回答があった森林のうち、
上記の観点に合致せず、地域からの森林整
備の要望がない森林については、林業事業
体による森林整備につなげていきたい考え。

①防災の観点から森林整備

2 取組の流れ

委託

東部農林事務所

委託

助⾔・情報提供

費⽤負担

県本庁
若桜町

設置

新たな森林管理システム推進センター
推進員４名（各地区１名＋統括１名）

職員派遣
業務⽀援 ⿃取県森林組合連合会

森林組合

現地調査（⽴⽊調査・境界明確化）
※委託

委託希望の森林のうち、事業優先度の⾼い
森林を対象
【同意取得】※委託
・個別訪問
※町と受託者で分担し対応

集積計画案の作成

市町村森林経営管理事業

集積計画の公告
事業優先度が⾼い 事業優先度が低い

事業体での施業集約化を検討
（⼜は保留）

意向調査 ※委託（町も対応）

意向調査の説明会

事前準備
【対象森林】
・私有林
・森林経営計画が策定されていない
【優先順位】
・地元からの要望（地区要望）
・森林経営計画の認定林の周辺
・⼭地災害発⽣リスクの低減が求められる

森林が多い箇所

 町域で地籍調査完了済の森林が約４％であ
り、意向調査後の境界明確化が、集積計画
の策定のボトルネックとなっている。

 このため、県と連携しつつ、町単独事業と
して本制度と並⾏して境界明確化を進める
ことで、早期の集積計画の策定につなげて
いきたい考え。

 境界明確化を促進するため、業務発注の歩
掛・業務単価は町独⾃に設定。

②境界明確化を促進する⼯夫

 林業従事者を新規に雇⽤した林業事業体へ
の補助や、町内の林業事業体に就職した社
員の奨学⾦返済に係る補助（学校や学部は
不問）など、町独⾃の補助制度を創設・運
⽤し、町内の林業事業体の新規雇⽤者の獲
得と維持を⽀援。

③林業の担い⼿確保のための⼯夫

 本制度を活⽤して町が整備するのは、災害
リスクのある公道沿いの森林や、林業経営
に適さないが災害リスクが想定されるよう
な公益の確保につながる森林が主体。

 ⺠間主体で整備できる森林は、林業事業体
等に斡旋し、補助⾦の活⽤等により森林整
備が進むよう誘導。

④林業事業体による森林整備の促進

わ か さ ち ょ う
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＜概要＞
 広島県世羅町は、総⾯積約２万７千haのうち、森林⾯積が約１万９千haを占

め、うち私有林⼈⼯林は約３千haとなっている。
 町域の⼈⼯林は、松枯れ後に植栽したヒノキ等の若齢林が多く、本制度を活

⽤した森林整備は、保育間伐を主体として推進。対象森林の⾯積を年間30ha
とし、⽴⽊調査等の⼀部実務を業務委託しつつも実務の⼤部分は町⾃ら対応。

 意向調査は、私有林⼈⼯林を対象に、年間約30haで実施。合併前の旧３町、
森林経営計画（区域計画）の16区域間のバランスを考慮しつつ、地籍調査済
みの森林を優先。

 町に委託希望と回答があった森林も含めて、町、県出先機関、林業事業体で
構成する地域調整会議で選定した森林について集積計画を策定。

10．広島県世羅町

3 取組のポイント

②森林所有者の探索

1 取組の体制

＜体制のポイント＞
 制度開始以降、担当職員1名で本制度に係る実務を担当。他業務も兼務。
 県本庁では、県、市町、森林組合等の関係者で構成する地域協議会を設置し、

本制度に係る実務全般の助⾔・指導を実施。森林・林業に関する技術的内容か
ら法律に助⾔まで⾏えるよう、各種の専⾨家を紹介できる相談窓⼝を設置。

 県の出先機関である東部農林⽔産事務所では、地域調整会議の構成員として、
本制度の実務に係る助⾔や情報提供を実施。

 所有者の探索は意向調査前に実施し、宛名
不在の解消に留意。

 令和２年度より、固定資産課税台帳情報の
活⽤が可能になったことから、現在の納税
者を特定し、亡くなっている場合には⼾籍
簿をもとに相続⼈を探索。

2 取組の流れ

地域調整会議
県本庁

委託

・認定森林施業
プランナー

・弁護⼠
・司法書⼠ ほか

情報提供
助⾔

東部農林⽔産事務所

森林集積
アドバイザー

・意向調査
（町内所有者）

・現地調査等

森林組合
委託 ・意向調査

（町外所有者）

世羅町

助⾔
指導

④森林整備の推進
 町域は若齢林の⼈⼯林が多く、当⾯の間は

保育間伐主体の整備を推進。また、今後の
森林整備を⾒越して、森林環境譲与税を活
⽤して作業道の整備も並⾏して実施。

 配分計画については、⼀定程度、植栽⽊が
成⻑した段階での策定を想定しており、現
時点ではまだ策定を想定していない。

 天然林は本制度では対象としないが、町域
での⾯積割合が⾼いことから、地域からの
要請があれば、県税を原資とする「ひろし
まの森づくり事業」を活⽤した整備が可能
であることを紹介。

③集積計画の策定
 意向調査で町に委託希望と回答のあった森

林のうち、今後、搬出間伐を伴う森林整備
を⾏うことを念頭に置き、作業道からの距
離が近い森林を優先。

事前準備
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
【優先順位】
・地籍調査実施済みの地区
・公益的機能の発揮が期待される箇所
※合併前の旧町単位で、年度ごとに順番に取

り組む

現地調査（現地踏査・⽴⽊調査）
※委託

意向調査 ※委託（町内所有者分）

県税事業による
対応を検討

委託希望
⾃⼰管理

林業経営が
⾒込めない

集積計画案の作成 ※委託

集積計画の公告

配分計画の公告
市町村森林

経営管理事業
※実績なし（今後検討）

・現地調査の結果を踏まえて作成された
施業プラン書をもとに作成

・町に委託希望の森林は原則対象
・⾃ら委託先を探すと回答した者にも働

きかけを⾏うなど個別調整
【同意取得】※直営で実施
・町による個別訪問（町内在住者）
・郵送等で対応（町外在住者）

林業経営が
⾒込める

企画提案募集

①地域調整会の活⽤による円滑な実務
 意向調査の対象森林の設定、町に委託希望

と回答があった森林からの集積計画の対象
森林の選定など、本制度に係る実務全般を
地域調整会議での協議を経て推進すること
で、事務を円滑化。

せ ら ち ょ う
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＜概要＞
 愛媛県久万⾼原町は、総⾯積約５万８千haのうち、森林⾯積が約５万２千ha

を占め、うち私有林⼈⼯林は約３万２千haとなっている。
 制度開始以前から、林業事業体による施業の集約化を推進してきたが、本制

度開始を契機に、既存の協議会（県・町職員が出向）を⺟体として、集約化
が進んでいない森林における集積計画・配分計画の策定、市町村森林経営管
理事業を並⾏して進め、施業の集約化及び森林整備の促進を図っている。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約３万２千haを対象に、令和５年度に実施し、回
答結果の取りまとめ、事後対応を令和６年度から順次実施する。

 令和５年度からは町に委託希望と回答があった森林のうち、林業経営に適さ
ない森林のみ集積計画を策定。令和６年度からは市町村森林経営管理事業
（保育間伐）に特化して整備を⾏う考え。

11．愛媛県久万⾼原町

3 取組のポイント

②集積計画の対象森林の⾒直し

1 取組の体制

＜体制のポイント＞
 制度開始当初は担当職員２名、令和３年度より１名を配置して本制度に係る実

務を担当。他業務も兼務。
 県本庁では、市町村⽀援組織として、（公財）愛媛の森林基⾦に委託して「森

林管理⽀援センター」を設置。本制度の実務全般の⽀援に当たる職員を１名、
森林管理⽀援センターから中予⼭岳流域林業活性化センターに派遣。

 県の出先機関である中予地⽅局では、中予⼭岳流域林業活性化センターに職員
２名を派遣。市町村の林務全般の⽀援や情報提供を実施。

 令和元〜４年度に意向調査を実施したモデ
ル地区では、町に委託希望と回答のあった
森林は原則として集積計画を策定してきた
が、その後、天然林が主体の森林など、森
林整備に適さない森林が含まれるケースが
あり、森林所有者への状況説明に時間を要
した。

 令和５年度からは、林業経営に適した森林
は事業体にあっせんし、林業経営が成り⽴
たない森林にのみ集積計画を策定する考え。

2 取組の流れ

中予⼭岳流域林業活性化センター（６名）

(公財)愛媛の森林基⾦久万⾼原町
（３名）

愛媛県
（２名）

森林管理⽀援センター
（１名）

森林管理⽀援
センター

職員派遣

委託

森林組合

委託 職員派遣

久万⾼原町 中予地⽅局 県本庁職員派遣

設置

④市町村森林経営管理事業の推進
 町に事業者登録している林業事業体には、

対応能⼒に余⼒がある事業体が複数あるが、
業務発注量が不安定で、継続して業務発注
できる事業量の確保が課題となっていた。

 今後は、森林経営計画の策定や既存計画へ
の編⼊などを⾒据えて、森林経営計画を策
定している事業体に公平な形で業務に係る
情報の発信・共有を図っていきたい考え。

事前準備
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
・森林経営計画が策定されていない
・施業履歴がない（過去10年分）
【優先順位】
・集約化施業が実施されていない地区から優

先的に実施
・森林経営計画の策定状況や事業量などを勘

案して決定

意向調査

集積計画案の作成 ※委託
委託希望の森林は原則全て対象
【同意取得】
・個別訪問

市町村森林
経営管理事業

林業経営が
⾒込めない

配分計画の公告

林業経営が
⾒込める

集積計画の公告

現地調査（境界確認、⽴⽊調査）

企画提案募集

※林業経営が⾒込める
森林については、必要
に応じて林業事業体向
けの説明会を開催

③新たな林業事業体の創設
 物流商流の改⾰、担い⼿の育成、森林経営

管理に係る業務に取り組む第３セクター
「株式会社 林業商社天空の森」を令和４年
度に設⽴。町や既存の林業事業体の負担と
なっていた業務を担うことで、町域の森
林・林業の活性化を⽬指す。

①⼤学との連携による意向調査
 京都⼤学と町が協定を締結し、意向調査の

実施に際して、取組内容に即した設問の設
定、回答内容の分析、分析結果を踏まえた
調査票の改訂など、意向調査全般について
助⾔・協⼒を得ることで、回答率の向上な
ど効果的な意向調査の実施につなげている。

く ま こ う げ ん ち ょ う
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＜概要＞
 ⾼知県四万⼗市は、総⾯積約６万３千haのうち、森林⾯積が約５万３千haを

占め、うち私有林⼈⼯林は約１万７千haとなっている。
 森林資源量や地籍調査の進捗等が異なる２市村が合併して誕⽣した市の背景

を踏まえて、制度開始当初は、地域の森林に精通した森林組合に包括的に業
務委託。この間、⼀定のノウハウが蓄積されたことも受けて令和５年度から
は現地調査のスピードアップを図るため、意向調査に係る業務を市⾃ら対応
する体制に移⾏。

 意向調査は、私有林⼈⼯林約１万３千haを対象に、15年で市内を⼀巡する計
画。境界明確化が未了の地域、⾼齢化率が⾼い地域を優先し、進捗状況に応
じて全体計画を⾒直す予定。

 市に委託希望と回答があった森林のうち、林業経営に適さない森林のみ集積
計画を策定。林業経営に適した森林については配分計画を策定せず、直接、
林業事業体につなぐ考え。

12．⾼知県四万⼗市

3 取組のポイント

1 取組の体制

＜体制のポイント＞
 制度開始当初は、担当職員５名（本庁３名、⽀所２名）だったが、令和５年

度より担当職員４名（本庁２名、⽀所２名）で本制度に係る実務を担当。４
名の内２名は他業務も兼務。

 令和４年度には、幡多地域の６市町村が、本制度に係る実務の⽀援組織とし
て「幡多地域森づくり推進センター」を設置。

 県では市町村の取組を⽀援するため、県内６林業事務所に⽀援職員を各１名
配置。また、林業事務所毎にワーキンググループを設置し、定期的な意⾒交
換の場を設ける等実務を⽀援する他、市町村職員を対象とした研修を実施。

2 取組の流れ

③意向調査の改善
 令和４年度から試験的に市直営で実施。当

初は県の市町村⽀援ツールを活⽤して意向
調査を実施する考えだったが、林地台帳シ
ステム上で固定資産課税台帳の情報を取り
込めない等の問題があったため、市独⾃で
作業⽤のデータ（Excel）を作成し、業務
を推進。

 意向調査票に境界⽴会に係る委任状を添付
し、境界明確化（森林⾯積の測量）に当
たって現地⽴会が不可能な所有者から提出
してもらうようにしている。

④市町村森林経営管理事業の⼯夫点
 保育間伐の場合も、将来の管理道としても

使⽤できるよう作業道を開設。作業道は、
集積計画の存続期間終了後も、所有者が⾃
⾝の森林の巡視や経営管理に使⽤できる
しっかりしたものにしたいという考えから、
仕様書で幅員を3.4ｍ以上としている。

事業体での施業
集約化を検討

林業経営に適した森林
林業経営に適さない森林

委託希望の森林のうち、林業経営に適さ
ない森林が対象
【同意取得】
・⼾別訪問で取得（遠⽅は郵送で対応）

集積計画案の作成・公告

市町村森林
経営管理事業

現地調査（⽴⽊調査・境界明確化）
※委託

R2からは意向調査の結果、委託希望
の森林についてのみ実施

事前準備
【対象森林】
・私有林⼈⼯林
・森林経営計画が作成されていない
・施業履歴がない（過去10〜15年）

【優先順位】
・境界が明確化されていない森林が多い

地域
・住⺠の⾼齢化率の⾼い地域

意向調査

意向調査の対象森林全てを対象として
実施

現地調査（現地踏査・⽴⽊調査）
※委託

意向調査

【地籍調査が完了していない地域】 【地籍調査が完了している地域】

①実⾏体制の⾒直し
 令和４年度までは、意向調査の準備から意

向調査、現地調査を森林組合に業務委託。
 令和５年度からは、現地調査の範囲を拡⼤

し、作業のスピードアップを図るため、意
向調査準備業務と意向調査業務は市が直営
で実施し、現地調査に絞って森林組合に業
務委託。（令和４年度末から試験的に市直
営で意向調査を実施し、令和５年度から本
格的に推進）

②⽀援組織の設⽴
 令和４年度に幡多地域６市町村で「⼀般社

団法⼈幡多地域森づくり推進センター」を
設⽴。

 集積計画案の作成、事業発注のための仕様
書や積算基準の検討、施業⽅法の提案、市
町村と林業事業体が連携するための調整等
を担い、森林経営管理制度に関する業務の
効率化に貢献。

⾼知県（幡多(はた)林業事務所・本庁）

管内市町村森
林
組
合

四
万
⼗
市委託

四万⼗森林管理署

（⼀社）幡多地域森づくり推進センター
※幡多地域の6市町村の負担⾦で運営し、市町村の実務を

サポート。上記WGにも参加。

⽀援

幡多林業事務所WG

し ま ん と
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